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はじめに

本成果報告書は、「北東アジアにおける米軍の兵力構成に関する研究」（科学研

究費補助金、基盤研究Ｃ、２００１（平成１３）年度から２００３（平成１５）年度）の

まとめとして刊行する。

本研究は、次のような目的の下で開始した。

目的は、対立から和平へのプロセスを歩む朝鮮半島を軸に、北東アジアのおけ

る米軍の兵力構成（fbrcestructure）の変化要因を説明し、その上で変化可能性

のシナリオを提示し、それに対応する米軍に受け入れの同盟国の選択肢を探る

ことである。

兵力構成とは、軍事能力の要素（兵力構成、武器・装備の近代化、即応性、維

持）の一つである。兵力構成は軍事的概念としてこれまで扱われてきたが、同

盟国の同意と支援を条件に採用される前方展開（fbrwarddeployment）を米国
の軍事戦略の基本とする限り、政治、経済（財政）的環境の整備は不可欠であ

る。特に、冷戦期において政治的目的において共通の脅威の下では、第一に軍

事的な考慮、そして第二として経済的な考慮が必要とされてきた。だが、ポス

ト冷戦期においては、共通の脅威認識を維持するのは容易ではなく、むしろ同

盟関係への政治的支持の拡大･強化が同盟国それぞれに求められる。そこでは、

兵力数、規模、防衛力の構成する部隊編成が、同盟国の間での協議を必要とさ

れる。その協議は、同盟国それぞれの国内政治の影響に晒されるため、兵力構

成の変容が生まれる。

２１世紀を迎えた北東アジアは､ポスト冷戦へと構造変動に入っているといえ

る。２０００年６月に実現した南北首脳会談は、その象徴的な出来事であるば

かりでなく、これまで孤立してきた北朝鮮が国際社会へ取り込まれるプロセス

を推し進めている。また、台湾海峡を挟んで対立する中国と台湾にも新しい進

展が見られ、「一つの中国」を基調に関係改善が見られる。さらに、米国では中

国重視のクリントン政権に代わり、新政権が誕生し、米・韓・日の同盟関係の

強化に向けた動きが活発化すると見られている。

こうした国際環境の変化を急速に動き出しており、これに対応した長期的、安

定的な兵力構成が政策課題として求められている。そのために、本研究は歴史

的文脈の理解、現状分析、将来へのシナリオの三つのアプローチを採用する。

歴史的文脈とは､北東アジアにおける展開してきた米国の軍事戦略である。つ

まり、前方展開と同盟戦略とは、どのような効用と限界を持っているのかを歴

史資料によって明らかにすることである。次に、現状分析として、前方展開を

実施する際に障害と見なされている諸点についての米政府の措置と同盟国政府

の協力のありようを明らかにする。これは、韓国と日本における地位協定改訂

や基地問題への取り組みを分析する一方で、兵力の配置に関し軍事的視点、政

治的視点、経済的視点から論じることである。さらに、２１世紀初頭の10年間の

変化を念頭に入れて、シナリオにもとづく同盟国の安全保障政策の選択肢を検
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計する。その際、中国や台湾を視野に入れた安定的で平和な北東アジアの安全
保障秩序の構築への提言をめざした。

「日米同盟の原型」は、上記の目的に迫るために、１９６０年代末から１９８０年年
代半ばまでの米太平洋軍の年次報告書と在日米軍司令部の年次報告を分析した
結果である。日米の安全保障関係に限定した分析となっている。
資料は、収集した年次報告の目次である。すべてが公開さえているわけではな
く、むしろ公開部分が少ない報告すらあるのが現状だ。ちなみに、これらの資
料については、NautilusInstitute（米国カリフォルニア州バークレイ在）
およびHansChristensen前研究員の世話になった。感謝申し上げる。

研究組織

我部政明（琉球大学法文学部教授）

研究経費

２００１

２００２

２００３

合計

(平成13)年度

(平成14)年度

(平成15)年度

1,400,000円

1,600,000円

900,000円

3,600,000円

研究期間中に発表した成果
著書

●『世界のなかの沖縄、沖縄のなかの日本』（世織書房、2003年11月）

●『日米安保を考え直す』（講談社現代新書、2002年５月）
論文

●「米軍事基地と沖縄-1945年から今日まで｣、『日本外交のアイデンティティ』
（南窓社、2003年１２月）、１１０頁-147頁。

●「９．１１後の日米関係一安全保障の視点から｣、林康次編『アメリカ帝国と多分

化社会のあいだ－国際比較文化フォーラム２１世紀』（開文社出版、2003年１２
月)、231頁-249頁。

●「日米同盟の中身が変質し始めた｣、『論座』2003年５月号、３４頁-39頁。

●「沖縄から見たアジアの地政学一日米安保と日米同盟の狭間で｣、『アジア新世

紀、第７巻、パワー』（岩波書店、2003年）141頁－１５８頁。

●・ｌｔｉｓＨｉｇｈＴ１ｍｅｔｏＷａｋｅＵｐ：JapaneseFo｢eignPoIicyintheTWenty上First

CentuvinGIennD、HookandRichardSiddIeeds.，JapanandOldnawa：

ＳｍＪｃｌｍ巴andSuqeclｿWｶﾉ(London:RoutlegeCu宿on,2003)ｐｐ､55-73
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

はじめに 理解するばかりでなく、日本自身がそ

れを支えること、つまりこれらに向け

た日本の努力に左右されていた。沖縄

返還とは、こうした日本の努力を米政

府が認めた結果、実現したのである。

第二段階は、１９７２年から１９９

５年まである。ここでの「沖縄化」と

は、まず日本国内の基地使用について、

米軍はこれまで沖縄で享受していた自

由使用できる「権利（軍事権)」を、日

本本土にある米軍基地のおいても獲得

したのである。日本政府は「振興策」

の名の下で沖縄の経済的、社会的コス

トを負担するばかりでなく、日本国内

すべての米軍基基地への財政的支援と

米軍基地を含む沖縄の防衛義務を引き

受けることになる。具体的には、１９

７２年の沖縄返還を機に、今では当然

の如く使われる日米同盟の原型が、日

米防衛協力強化の流れの中で築かれて

いくのである。

第三段階は、現在に至る１９９５年

以降である。６０年代に沖縄返還を要

求する沖縄や日本本土からの「声」が

当時の政治課題を方向づけたように、

米兵による少女暴行事件が起きた９５

年秋以降、基地の整理縮小を求める沖

縄の「声」が、第二段階までに日米両

政府が認めてきた沖縄における米軍の

「権利」を揺さぶったのである。つま

り、日本政府が沖縄とどう向き合うの

か、日本の政治の主要な課題に押し上

げることになった。ここでの特徴は、

沖縄自身の「沖縄化」が始まるのであ

る。返還後、政治的、経済的、社会的

に本土との一体化が進行してきた沖縄

において、伝統的に反基地を唱えてき

た政治勢力だけでなく、日米安保を容

認する保守勢力も安保における沖縄の

過重な負担を指摘し、その軽減化を要

沖縄の施政権が米国から日本に返還

されてから、今年で３０年を迎える。

この時間的空間のなかでの沖縄では、

「独自性」の追求が叫ばれたこととは

反比例して、日本の国内政治、経済、

社会の一部を構成するまでになってき

ている。その現象をいたるところで垣

間見ることができる。たとえば、自民

党と公明党の協力枠組みの下にある県

内政治、高失業率を慢性化させている

構造的不況、またモノから情報にいた

る消費と商品化である。

こうした「日本化｣にもかかわらず、

一九四五年以降の戦後沖縄社会のあら

ゆる面に影響を与え続けているのが、

米軍基地の存在である。核兵器を配

備・貯蔵でき、自由に使える基地を維

持するために、米軍は沖縄をその直接

統治下に置いた。米国の直接統治の廃

止を意味する一九七二年の沖縄返還の

実現は、「日本本土の沖縄化」の実現と

いう言葉に象徴されるように、日本本

土が沖縄を組み込む日米安保体制の出

発であった。安全保障における「沖縄

化」は、三つの段階に分けることがで

きる。

「沖縄化」という怪物

第一段階は、１９５２年に日本本土

の占領が解かれて、１９７２年に沖縄

返還が実現するまで期間である。米国

の沖縄統治は、日本政府の沖縄への関

与を排除することを一方での目的とし

ていたが、他方で米政府による日本政

府の果たす役割についての「再評価」

が進行していく過程であった。米国が

行う「再評価」とは、戦略的に米国の

沖縄に持つ「権利（軍事権)」を日本が
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

以外に、横須賀や佐世保を母港とする

第７艦隊の艦船には１万２７００人が

いる。海外に展開する米軍の中で日本

は、ドイツの７万に次ぐ第二の米軍受

入国である。その兵力の６割強を占め

る２万５０００人が沖縄にいる。

戦後の米軍事戦略は、戦略核兵器に

よる核抑止、同盟国への関与、そして

米軍の前方展開の三つを柱としてきた。

地球を何度も破壊できる核兵器を米ソ

が保有し、それを使えば確実に米ソが

ともに大打撃をうけるために、米ソの

核戦争が抑制されてきた。それを「相

互確証破壊（MAD)」による安定と呼ば

れた。また、共産主義を押さえ込むた

めにとられたのが、同盟国の強化と米

国の関与であった。

前方展開戦略を実施するために、米

政府は戦略的要所にある同盟国に基地

を置いてきた。対ソ戦略上、反共防波

堤として位置付けられる日本にも米軍

基地は置かれた。日本にとって占領下

から国際社会への復帰となったサンフ

ランシスコ講和条約の調印と同じ日の

一九五一年九月八日に、サンフランシ

スコ郊外で調印されたのが「日米安全

保障条約」であった。この条約は、「日

本の安全｣、「極東の平和と安全」のた

め、そして日本の軍国主義台頭を防止

するため米軍に対し日本駐留の権利を

認める内容であった。日本に基地を確

保できたことにより、日本占領に終止

符が打たれたのである。占領下に比べ

米軍基地は減少したが、安保条約によ

り基地の提供義務を負う日本では、米

国に一方優位な条約への不満は残った。

基地の確保はこの安保条約だけでな

く、サンフランシスコ講和条約第三条

において、日本から沖縄を切り離して

沖縄を長期保有することを明確にして

求することになった。

この段階で日本政府の｢沖縄化｣は、

一層、顕著となる。日米安保の根幹を

なす米軍基地が沖縄に集中する限り、

日本の「沖縄化」は進行する。決定か

ら５年経っても見通しが立たない普天

間基地の代替基地のキャンプ・シュワ

プ沿岸部での建設計画も、日本政府の

「沖縄化」のひとつの過程なのである。

また、振興策も日本政府の「沖縄化」

のもうひとつの表現である。

２１世紀に突入した沖縄はこれから、

どこに向かうのか。ここでいう「沖縄

化」の第三段階の着地点はどこにある

のか。これらを明らかにするためには、

第二段階で何が起こったのか、詳細に

検討する必要がある。沖縄と日本本土

の「沖縄化」のなかで、この３０年間

の沖縄や日本にある米軍基地とは何を

意味してきたのか。米軍基地の存在を、

沖縄返還後の１９７０年代における日

米の外交・安全保障の視点から解き明

かすのが、本稿の目的である。

（１）前方展開基地としての沖縄・

日本

日本には外国の軍隊である米軍がい

る。これら米軍の駐留する基地の特徴

は、出撃、集結、兵姑・補給、訓練、

通信、家族、保養などの機能をもつ。

そして、これらの米軍の行動は、西太

平洋からインド洋まで範囲での脅威に

対応するとされている。アジア太平洋

地域で、米軍が実戦部隊を配備してい

るのは、ハワイ（３万３０００人)、米

領のグアム（３０００人）を含めても、

日本に最大規模の４万９００人、次い

で韓国に３万６０００人である。それ
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

いた。それは、戦略的に重要な位置を

占める沖縄に自由に使える基地を維持

するという軍事的要請の結果であった。

米軍の沖縄統治は、一九七二年まで引

き続くことになる。

日本本土の米軍基地には朝鮮半島及

び極東ソ連を晩む役割が与えられたの

に対し、沖縄の米軍基地にはハワイか

ら連なる中部太平洋を中心軸として朝

鮮半島から、中国沿岸、台湾、さらに

東南アジアまでカバーする役割があっ

た。しかし、核兵器の配備、貯蔵につ

いては、被爆体験のある日本本土の強

い拒否感情があるため、自由に使用で

きる沖縄の基地に太平洋地域の核兵器

が集中することになる。また、ベトナ

ム戦争時に沖縄は､米軍の出撃､兵姑、

訓練、通信、休養などの機能をフルに

発揮することになった。一九七二年の

施政権返還後も前方展開戦略の拠点と

しての米軍基地は残り、今なお沖縄は

日米安保の過重な負担を強いられてい

る。

ホームとなっている。また、米海兵隊

岩国基地の戦闘爆撃機Ｆ/A18ホーネッ

ト１個中隊が、９月１８日、中東方面

へ向かった。また、沖縄本島読谷村に

ある米陸軍トリイ・ステーションに配

備されているグリーン・ベレーの特殊

部隊（２５０人）や、陸軍の特殊部隊

と行動をともにする米空軍の嘉手納基

地の特殊作戦グループ所属ＭＣ－１３０

Ｈが姿を消している｡特殊作戦能力をも

つ本島北部の米海兵隊キャンプ・シュ

ワブ配備の偵察大隊（リーコン）の一

部が、アフガンに派遣されているとも

伝えられている。しかし、これら以外

のほとんど在日米軍は、アフガニスタ

ンへの軍事報復行動へ直接な関与をし

ていない。このことは、在日米軍が対

応できる脅威と場所を明らかにしてい

るばかりでなく、これからの日米安保

のありようを示している。

偶然にも沖縄返還から30年目と重な

る二○○二年の今、日米安保の中の米

軍基地について考えるにふさわしいと

きはない。連載では、米公文書を読み

解きながら、「日米同盟の原型」をなす

沖縄の米軍基地が１９６８年以降に日

本全体のなかで再編、統合されていく

過程、沖縄返還の伴う自衛隊による沖

縄防衛の実施、安全保障に関する日米

間協議の緊密化、思いやり予算の登場、

日米合同訓練などについて述べていく。

２１世紀世界の胎動

米ソ対立が1989年に終わり、それま

での核抑止は核兵器の管理へと移った

けれども、同盟国、前方展開は維持さ

れてきた。米軍事戦略も冷戦終結後１

０年を経て、新たな容貌を見せ始めて

いる。

米国を狙った９．１１同時多発テロに

対する米国の報復軍事行動に際して、

在日米軍の役割が浮き彫りとなった。

これまでに報じられたところによれば、

米海軍横須賀基地を母港とする航空母

艦キテイ・ホークが、１０月１日に本

来の艦載機約８０機のうち１０機のみ

を積み込んでアラビア海に向かい、ヘ

リコプターによる特殊作戦部隊の発進

（２）新たな米戦略一QDR

ブッシュ政権下で初めてとなるＱＤＲ

（四年毎の国防戦略見直し）が、昨年

１０月１日、公表された。米国議会が

法律に基づき国防総省に対し、同年９

月３０日までに提出するよう求めてい
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

たからだ。４年毎の国防戦略見直し

（QDR）とは､２１世紀の米軍事戦略を策

定していくために、国防戦略、兵力構

成､近代化計画､軍事インフラの整備、

予算計画などを包括的に検討した報告

書である。それは、米国防政策の法的

根拠となる国防権限法において、議会

は国防省に対し報告書の作成、具体的

項目、危険の評価、提出時期を義務付

けた。QDRは、１９９６年国防権限法に

はじめて登場し、二期目に入ったクリ

ントン政権が最初の報告書を作成した。

今回で二つ目だ。

地域紛争へ同時対応できる二正面作戦

を、冷戦後に合致するよう兵力数、予

算を含め「見直す」べきだとの主張を

取り上げた。その結果が、９７年に公

表されたQDRである。

９．１１後の真只中で

ポスト冷戦の確固とした軍事戦略を

打ち立てるつもりで着手された「見直

し」作業は、９．１１の同時多発テロ

の影響を受け、テロから地域紛争まで

全ての軍事的手段を網羅する内容とな

った。QDRの最大の問題は､予算措置で

ある｡QDRの設定する目標の実現可能性

は、今後のプッシュ政権への議会の理

解と支持の程度にかかっているといえ

る。

今回の「見直し」作業の当初から、

クリントン政権時代に採用された二正

面作戦（中東と朝鮮半島で同時に起こ

る大規模地域紛争への対処）の放棄が

目玉とされ、実際にＱＤＲにも記されて

いる。だが、QDRの別の箇所では、二つ

の紛争に同時対処する能力を維持する

とも公言する。違う点は、前者が大規

模地域紛争であったが、後者は地域紛

争となっている。

プッシュ（ジュニア）政権でのＱＤＲ

作成作業は、国防長官を務める右寄り

保守派の代表的存在のラムズフェルド

氏の直轄で進められた.制服組みを外

して、同氏の信頼の厚い少数の仲間で

検討され、国防費増大を招くミサイル

防衛、宇宙防衛などへ重点を移すだろ

うとみられていた。当然のこととして、

制服組みの反発を強く、今回のＱＤＲに

はミサイル防衛については殆ど触れら

れず、むしろ全軍の通常兵力の戦闘能

力や即応性の向上に力点をおいている。

いわば、「いつでも、どこでも、誰と

ポスト冷験への対応

QDRの背景には､冷戦後の米国防戦略

の再構築を行なう必要があったからだ。

議会は１９８９年にブッシュ政権に冷

戦終結にともなう兵力削減計画を求め、

クリントン政権にもその実施を求めた

が、９３年の北朝鮮の核疑惑によってア

ジア太平洋での削減は中断された。そ

れは、クリントン政権は米軍兵力をア

ジア太平洋で維持する「10万人体制」

への公言となった。この「１０万人体

制」維持が、９５年秋以降の沖縄問題

が起きる外枠を作ることになる。基地

の整理縮小と求める沖縄に対し、人口

の密集する沖縄本島中部にある普天間

基地を本島北部に移設することで応え

ようとする日米両政府という構図が、

今なお続く。

同時に、冷戦後の状況に合う米軍兵

力そのものの再編を目指す指針が求め

られた。「基盤兵力」（プッシュ政権）

や「ボトム・アップ・レビュー」（クリ

ントン政権)が､相次いで作成された。

「冷戦後の大統領」を自認するクリン

トンは、１９８０年代末まで米国が採

用してきた中東と朝鮮半島での大規模
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でも戦える」軍隊を持とうとする米国

は、戦争費用の負担を視野に入れての

政治的な支持を同盟国から取りつけつ

つも、地域紛争への介入を単独で決め、

軍事行動を起こす可能性が高まる。多

国間の支援の下でタリパーン崩壊後の

アフガン再建が動くなか、ＮＡＴＯ加盟国

が治安維持目的に軍隊を派遣しても、

それには米軍を参加させず、米国が必

要と判断するときに米地上部隊を、再

度、アフガンへ送るとする米国の行動

は、その一例とみてよい。

に痛感させた。国防の基本は米本士防

衛であると。

第２次大域後の米戦略

大西洋と太平洋という自然の防衛線

をもつ米大陸においては、１８世紀末の

建国以来、米国を脅かすような軍事大

国は存在しなかった。米大陸の周辺諸

国が、米国をむしろ脅威とさえ感じて

きたのである。米国の安全保障にかか

わる人々は、米国を脅かすものははる

か遠方からやってくると想定していた。

だが、２０世紀前半まで具体的な敵を見

つけることなかった。その代わり、文

明的に後れた皮膚の色の違う他民族を

教化するのが「白人の賀務」を強調さ

れ、先住民対策の騎兵隊、キューバ侵

攻の海兵隊にみるような役割が米軍に

与えられた。独立戦争を志願による民

兵で戦った米国の伝統と相まって、脅

威が存在しない米大陸のなかでは、常

備軍としての米軍規模は小さくならざ

るを得なかった。

しかし、第二次世界大戦の過程で、

米軍の海外プレゼンスの重要性が高ま

っていった。米国への脅威をいかに抑

制するのか、そのために脅威の発生源

に近接する地となる前方（米国から見

て）に軍隊を展開させる戦略がとられ

ることになる。米国にとって脅威とさ

れた共産主義国家のソ連や中国を「封

じ込める」ための防衛線を設定した。

防衛線は、米軍プレゼンスというより、

むしろ米国の同盟国軍隊の強化に伴う

ものであった。それは、米軍に依存す

ることを前提とする同盟国の安全保障

政策の基本的枠組みを作り出すことに

なった。その典型的例のひとつが、日

本の自衛隊である。

米軍のとる前方展開戦略の要として、

（３）前方展開喚略の変化

２００１年のＱＤＲ（四年毎の国防戦略見

直し）の基本的考え方として、従来の

脅威対応型戦略から能力重視方戦略へ

の転換を強調する。相応しい装備をも

ち、訓練され、即応性のある軍隊であ

れば、いつでも、どこでも、いかなる

敵にも対応できのだとする。

これまでの戦略では敵を正規軍だと

想定していたのに対し、軍隊でもなく

国家でもないテロリストによる攻撃を

「非対称の脅威」とみなし、それとの

戦いで勝利を得るような軍隊への「変

容」を課題としている。直接的な影響

を与えたのは、米国を襲った９．１１

同時多発テロによる衝撃であろう。そ

こでは、鰯隊でもなく国家でもなく姿

も見えないテロリストによる攻撃を

「非対称の脅威」を位置づけて、それ

への戦いを米軍の最重要課題だと指摘

する。また、アメリカ人にとって２０

０年近くも経験をしたことのない米本

士への攻撃となった同時多発テロは、

守るぺきものはアメリカ人の生命・財

産であることをあらためて政府と国民
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同盟国との安保協力と米軍の「変容」

を目指したＱＤＲは、沖縄基地の重要性

の相対的低下を物語っている。米国の

同盟国軍は、海外に展開していくすべ

ての米軍の行動を支援し、補完する役

割を期待される。同時に、米本土の米

軍は、「見えない敵｣からも米国を守り、

「どんな敵」に対しても、地球上なら

どこでも対応できる能力のもつ軍隊へ

のと｢変容｣する。これらのことは、海

外に常駐してきた米軍規模の縮小を不

可避にさせるだろう。さらに、もし先

端科学技術の駆使するミサイル防衛網

が実戦配備されるのであれば、前線に

米軍兵士をはりつけるべきだとの主張

は、一層、揺らぐだろう。

前方展開戦略の見直しは、同盟国の

協力如何というより、むしろ米本士を

含めた全米軍の即応性の向上に応じて

行われる。米本土からの軍事的な緊急

展開能力が高まると、すぐに紛争地域

に投入できることを最大の利点とする

前方展開の魅力を弱めることになる。

つまり、前方展開する米軍プレゼンス

の価値は低下する｡QDRの総花的な要求

に、もし予算上の必要性から優先順位

をつけるとなれば、今回の報復軍事行

動に貢献できない部隊は削減対象とな

る。現時点で、沖縄の米海兵隊が従来

通りの訓練に励んでいるとすれば、現

有規模の｢生き残り」は難しいだろう。

今回のアフガン攻撃において、米軍と

正面から戦える軍隊はもう存在しない

ことを物語る。海兵隊の得意とする敵

前上陸が想定される戦争が起こる可能

性は低下の一途にある。

最近になって、普天間飛行場で特殊

作戦に使われるのと同型のＭＣ－１３０

が編隊を組んで離着陸訓練に出くわす

ことが多くなった。

沖縄の米軍基地の重要性が認識されて

きた。現在でも、紛争地域に近い沖縄

はアジア太平洋での米軍の前方展開の

最大拠点として位置づけられている。

基調は軍拡路線

しかし、今回の同時テロは、国内に

いる米国人が「戦争」の標的となり、

直接的被害を受けることを実感させた。

そのため、前方展開戦略を維持しつつ

も、QDRにおいて米軍の基本配置の重点

を米本土防衛に移す方針を立てた。現

役、予備役、州兵すべての戦闘能力、

即応性を向上させ、偵察・追跡などに

よる米軍の情報システムを整備し、さ

らに宇宙から監視やITによる効果的行

動がとれる態勢の確立を目指す。こう

した米軍の「変容」をバックアップす

るためには、国防総省自身の意識改革、

組織改革を急務とする。

現行兵力規模の維持あるいは削減に

ついて､QDRは明確な回答を避けている。

だが、世界規模の米軍展開については、

具体的な検討課題を挙げる。

特に、アジア重視の視点から、横須

賀を母港とする米空母キティ．ホーク

に加えて、西太平洋に空母一隻の増強

を求めている。また、海兵隊の水陸両

用能力向上のため、西太平洋に訓練基

地の必要性を認めている。さらには、

兵力を集結・発進できるハブ的機能を

備えた基地の確保を指摘している。こ

うしたことから、２００１年末から自衛隊

をインド洋まで派遣している日本政府

に対する米軍の期待は高まるばかりで

ある。つまり、自衛隊を、米軍を側面

から応援できる能力をもつ同盟国の軍

隊の位置づけられるということだ。

在沖米海兵隊は生き残れるか
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リーン・ベレー）が使用する予定で都

市型ゲリラ訓練施設が建設される見通

しだ２．

９．１１以降、テロとの「戦争状態」

を宣言した米国は、米本士は当然のこ

ととして、海外の米軍基地や米国在外

公館が攻撃目標となることを名実共に

覚悟しているのだろう。今、米軍兵士

は、フェンスの内側から銃口を外に向

け、いつ、どこから姿を現すのかわか

らない敵からの攻撃に恐怖を感じてい

る。その銃ロはテロリストとの判別が

困難なため同盟国・日本の国民にも向

けられている。米軍基地そのものが狙

われる時代に突入したのだ。

キーワード：米空母キテイ・ホーク

米海亜で唯一の前方配備されている航空母

艦(排水獄８万2000トン､艦艇要員3,150名、

航空要員2,480名､航空機８５機を搭戦)｡1973

年に横須賀を母港として配備された米空母・

ミッドウェーから数えて３代目。米海凧保有

の１２隻の航空母艦のうち、キテイ・ホーク

を含めて３隻が通常推進型、残りは原子力推

進型。１９６１年実戦配備されたキテイ・ホ

ークは２００８年に退役予定。そのときまで

に通常推進型は退役する。横須賀配備を継統

すると、キティ・ホークの後継艦は原子力推

進型となる。

（４）沖縄基地の役割変化 北東アジアでの展開飽力

沖縄や日本本土にいる米軍に求めら

れる北東アジアでの対応とは、朝鮮半

島への緊急展開である。それは、在韓

米軍を海や空から支援し、そして米本

土から投入される後続の兵力へのつな

ぎとして、沖縄にいる海兵隊を投入す

るときだろう。朝鮮半島に向けてどの

ようにして後続の兵力を送るのかにつ

いては、日頃から米軍のなかで検討さ

れ、いくつもの入念な作戦計画が立て

られているに違いない。なぜなら、朝

鮮半島を横切る３８度線の南側にいる

配備されているのは、米軍の中で唯一、

常に臨戦態勢にある在韓米軍だからだ。

北緯３８度練の北に１１０万の北朝

鮮軍と、南に６７万の韓国軍に加えて

３万６０００の米軍が一触触発の緊張

状態にある。朝鮮半島での武力衝突は

大規模な地域紛争へと拡大しかねない。

朝鮮半島への米軍の関与は、沖縄の米

緊急即応をモットーとしながらも、

アフガンでの報復軍事行動で出遅れて

いた米海兵隊ではテロ対策用の新たな

部隊（４８００名の第４海兵遠征旅団

として）を編成し、２００１年１２月

１日、米東海岸のキャンプ・レジュン

（ノースカロライナ州）に配備した。

主力となった陸軍や海軍混じって海兵

隊も特殊作戦用の要員をアフガンに送

っていた。地上部隊投入の段階に入っ

て、アフガンのタリバーンの拠点であ

ったカンダハルの飛行場施設防衛のた

めに海兵隊が投入された。また、沖縄

の海兵隊は、グアムでの都市型ゲリラ

訓練施設の本格的使用段階を迎え、テ

ロリスト対策を強化する予定だ'。２０

０２年度の米軍事基地建設予算で、沖

縄本島の海兵隊基地であるキャンプ・

シュワプ内にも、米陸軍特殊部隊（グ

l琉球新報、２００１年９月２６日、朝

刊２面。

２琉球新報、２００１年１２月２１日、

朝刊１面。
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軍基地というよりも日本本土の米軍基

地の果たす役割が重要だろう。日本に

求められる兵姑、武器弾薬の補給、艦

船の修理、難民対策、医療など対米協

力（あるいは日米共同作戦）の実施の

場は、沖縄だけではなく日本全体にな

るからだ。その対米協力の枠組みは、

９７年９月に日米間で合意した「日米

防衛協力のための指針（新ガイドライ

ン）と、９９年５月に日本で公布され

た「周辺事態安全確保法」で出来上が

っている。さらには、昨年１１月に成

立した「テロ対策特別措置法」によっ

て、日本の安全に直接に関わらない地

域、たとえばインド洋へ、米軍支援の

ための自衛隊は派遣された。

朝鮮半島以外で北東アジアにおいて、

紛争が想定されるのが台湾海峡である。

台湾海峡で武力衝突がおこるとき、米

軍の配備されていない台湾の防衛のた

めに米国は地上軍を投入するだろうか。

それ以前に、米国は周辺海域への海軍

艦艇を展開させ航空兵力による軍事行

動の可能性が高い。その後になってか

ら、地上軍派遣だろう。台湾への地上

軍派遣の決定、配備について、実際に

米国は時間をかけて行うであろうし、

そのための時間も必要となる。沖縄か

ら距離的に近いからといって、武力衝

突に際して、沖縄の米海兵隊でもって

敵の虚をつく強襲上陸作戦が行われる

必要性はきわめて少ない。たとえ強襲

上陸が行われるとしても、米本土で時

間をかけ入念な準備が必要だ。

縮小していることは、湾岸戦争や今回

のアフガン攻撃から明らかだろう。そ

の意味で、現有規模の海兵隊を沖縄に

置く理由の基盤は失われつつある。海

軍力、空軍力の投入に比べ、海兵隊の

ような地上部隊は､慎重になる。だが、

米本士からの部隊を展開させるための

基地、飛行場や港湾、武器弾薬、その

他の補給物資の兵姑施設の確保・維持

要求が強まるのは確実だろう。

戦争時における軍事的行動への貢献

度が減少する一方で、沖縄を含む在日

米軍の平和時のプレゼンスの重要性を

再度、強調する声が出てくるのは予想

できる。米国の軍事力に依拠する２１

世紀世界が築かれつつあるのだから、

米軍プレゼンスを積極的に承認し、受

け入れていくべきだと主張だ。朝鮮半

島や台湾海峡をみると、これまで繰り

返されている米軍プレゼンスを高く評

価する声が根強い。

しかし、指摘したように、朝鮮半島

に張り付く在韓米軍と異なり、即応性、

機動性の高い地上部隊である沖縄の米

海兵隊の軍事的任務には、ますます疑

問視されつつある。つまり、米海兵隊

は「張子の虎」のような「平和時プレ

ゼンス」であって、戦争時に向かない

配備であることを露呈している。そこ

に、２１世紀における軍事力の展開の

特徴的な構造を見ることができる。

沖縄・名護市のキャンプ・シュワブ

沿岸域で進められている代替の海兵隊

航空基地建設計画は、新たな転換を迎

えつつ米軍事戦略からみて、さしたる

価値をもたないだろう。それ以上に、

在日米軍の存在と日本の防衛との関わ

りが問い直されるときがきた。なぜ、

海兵隊の沖縄常駐が日本の安全にとり

不可欠であるのか。その答は、ますま

プレゼンスの変化

実際に軍事行動がとられるとき、沖

縄や日本本土にいる米軍部隊は米本士

にいる米軍よりいち早く行動をとるに

せよ、後続部隊の展開との時間的差が
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す困難となっている。日本に常駐する

米軍の任務とは何かに迫る必要がある。

１９６８年末以降、沖縄を含めた日

本全体の米軍基地再編計画が作成され

るなかで、米軍が想定していた日本本

土や沖純のもつ軍事的役割を検討する。

－１１－



日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

第１章

在日米軍基地再編・統合

縄返還は、米国よりも、日本、沖縄の

自らの変化によって実現されるとして

いることだ。その前提には、施政権返

還が返還されても、米国の安全保障に

不可欠である米軍基地の安定的かつ最

大限の自由な使用を満たすという一貫

した米国の利益があった。

同文書を要約すると、次の通りであ

る。

まず、日本本土や沖縄で高まる返還

運動の基本的原因は、長期にわたる米

軍支配への不満そしてアジアにおける

日本の威信回復への動きである。

次に、返還運動の一方で、日本の安

全保障の利益に立脚する現実主義的感

覚は増大している。その結果、日本の

中で、沖縄にある米軍基地が長期的な

価値をもっているとの理解をもつ人々

が増えている。たとえば、沖縄の保守

勢力の指導層にも沖縄が返還されても

米軍基地の必要性を認める人々がいる。

そして、米国が沖縄問題を効果的に

処理できるならば、復帰への圧力が危

機的事態へと至ることはない。返還の

早期実現要求は、基本的に（１）米軍基

地が日本にとって戦略的重要だとする

日本政府の認識、（２）米国との密接な

同盟関係維持を求める日本本土と沖縄

の保守層の存在、（３）自治権拡大と日

本政府の役割増大によって返還への政

治的圧力を吸収する手段、などによっ

て抑制される。

一九六六年時点では、（３）の政策手

段を用いて当面の返還要求を封じ込め

ておき、日本が米国の要求を満たす長

期的な基地協定を提案する準備ができ

るまで米国の沖縄統治を継続する。そ

の後に施政権の返還が行えるだろう。

米国の沖縄統治の継続は五年後あるい

はベトナム戦争の終結までかもしれな

一九六九年十一月に沖縄の施政権が

米国から日本へ返還する合意が出来上

がり、実際に沖縄は一九七二年五月に

日本へ復帰した。なぜ、米国は一九四

五年四月の占領以来続いた二七年にわ

たる沖縄統治を終わらせることにした

のか。そもそも、なぜ米国は沖縄を日

本から切り離して統治を行ったのか。

最も単純に答えるとすれば、米国は

自由に使える基地を維持することを最

大の目標とし、その実現のため沖縄に

日本の統治を及ぼさないようにするこ

とであった。それが米国の直接的な沖

縄統治となったのである。

つまり、目的である自由に使える基

地が確保されるならば、沖縄統治を放

棄してもよいということであった。日

本政府が、沖縄基地の重要性を認識し

十二分に支えるならば、沖縄の統治を

日本に返還してもよかったのである。

逆にいうと、日本政府が米国の戦略を

理解しない限り、米国の沖縄統治は継

続することを意味していた。

米国の軍事戦略にとって沖縄に存在

する米軍基地は重要だと米国が認識す

る限り、自由に使える条件が満たされ

ることが不可欠であった。実際に、日

米間の返還交渉は基地の自由使用の形

態をめぐって進んだ。返還交渉は、米

戦略において日本に期待される役割を、

日本がどの程度、認識し、行動できる

のかにかかっていたといえる。

軍事戦略上、沖縄基地の重要性を指

摘しつつも、施政権返還を初めて考慮

に入れた米政府内検討文書「われわれ

の琉球基地」が、一九六六年九月に作

成されている。同文書で想定される沖
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い。なぜなら、一九七○年には延長す

るか否かを迎える日米安保条約の再検

討と連動して、沖縄の返還問題が取り

上げられるからだ。そのときに、日本

政府が返還要求を持ち出し米国が反対

とするとなれば、両国の対立は高まる。

だが、返還をめぐる日米対決は、次

の四つの側面に左右される。（１）日本

本土で一九六七年に予定されていた総

選挙を勝ち抜き、七○年安保までの危

機を乗り越えるだけの保守勢力指導者

層の政治的力量如何にかかっている。

（２）沖縄における米国支配への強い

不満の増大するのか、あるいは一九六

八年実施予定の立法院議員選挙での左

翼勢力の勝利となるのか、などの沖細

の政治状況の変化である。（３）前年の

六五年に米軍が本格的介入したベトナ

ム戦争の行方である。（４）巧みな操作

による沖縄の人々の不満を抑える米国

の統治能力如何にかかっている。

この文書で描かれる当時の日本では

依然として米国の軍事戦略を十分に理

解されていないが、日米同盟を重要視

する「現実主義」者へ込める米国の期

待ぶりが伺える。また、この文書は、

親米的な保守政権の継続こそが日米同

盟への道だと考えていたことを物語る。

そして、沖縄では基地の存在を理解し

その必要性を認識できる人々の台頭を

望んでいた。

その後、現在に至るまで、同文書が

期待する日本人や保守勢力が日本や沖

縄で政治的影響を持ちえたのだろうか。

「沖縄における米軍基地問題」が存続

するところをみると、一定の影響力で

とどまっているようだ。

米政府内で沖縄返還を検討していた

上級省庁間グループは、先に取り上げ

た「われわれの琉球基地」にみる沖縄

問題そのもの行方だけでなく、一九六

六年五月二七日付けの「日本の防衛力｣、

「日米安保条約｣、「日米の全体的関係」

と題する検討報告書を議題として取り

上げた。これらは、作成から３０年以上

経った一九九八年に公開された文書で

ある。

上級省庁間グループとは、省庁間に

またがる問題に関し国務長官の権限を

強化する目的で設置され、国務次官を

長として国防次官、ＣＩＡ（中央情報局）

長官、統合参謀本部議長、ＵＳＩＡ（情報

庁）長官、大統領補佐官（国家安全保

障担当）らで構成。その上級省庁間グ

ループの下に、地域ごとの省庁間地域

グループが設置され、日米関係につい

ては省庁間極東グループが担当した。

極東グループの長には、国務省の日本

課長のリチャード・スナイダーが就任

し、上級グループと同じ省庁から課長

クラスの担当者が構成メンバーであっ

た。さらにその下に琉球証が設置され

た。「われわれの琉球基地ｊや「日本の

防衛力」は、この極東グループで作成

され、上級省庁間グループへ送られて、

そこで検討に付された。そして、原案

のままあるいは修正が加えられて、決

定されると、米政府の行動・政策とな

っていた。こうした省庁間グループは、

当時のジョンソン政権を特徴づける政

府内の決定過程システムである。

ここで紹介する「日本の防衛力」は、

今後五年間にわたる日本の自衛隊の望

ましい任務、規模、構成を検討し、米

政府のとるべき行動を勧告することを

目的としていた。（１）「われわれの琉球基地」
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Iま存在し、また米国にとって日本に米

軍基地をおく必要がある限り、自衛隊

が日本防衛を米軍抜きでしかも独力で

行えることは米国の利益とはならない、

と米政府は考えていた。日本防衛に果

たせる在日米軍の貢献が小さいとこと

を日本政府が理解しなければ、日米安

保への懐疑論に対する正当化ができず、

日本防衛への米国の戦略的関与の継続

や日本の防衛計画へ米国の影響力の維

持は難しくなる、と米政府は判断して

いた。

自国防衛への不満

まず、同文書は、現状を次のように

見ていた。

米政府は日本がより規模の大きい、

より効果的な防衛力を構築すべきだと

の見解を長い間にわたりもってきたが、

日本政府の防衛政策に反映されなかっ

たと、日本の防衛努力への不満を抱い

ていた。防衛費は年間１５％増を見せ

いているが、そのほとんどが年々上昇

するばかりの人件費、装備費に充てら

れている、と。当時の佐藤栄作政権は、

自衛隊への国民的支持を得る努力を重

ねているが、兵力は依然として小規模

で、戦略的には米国に依存をし、日米

安保条約の長期的継続を前提として、

自国防衛のみを目的としている、など

であった。

同文書は、新しい潮流の生まれてい

ることに注目していた。日本の安全保

障を米国への従属ではなく、日本の欲

求として再確認し強化する方向をとる

べきだとする主張が、少しずつではあ

るが、政府、マスメディア、知識層の

間で高まっているとも見ていた。その

好例が、中国の核武装を理由付けにし

た日本の核武装論であった。確かに、

佐藤政権は日本の防衛について日本の

利益から見ると同時に米国の利益に支

えることの利益も理解していると評価

していた。

このように日本の安全保障政策を特

徴づけて、米国の期待する役割を日本

が担っていないと同文書は指摘する。

その期待とは、日本の防衛だけでなく

地域安全保障への貢献であった。同文

書によれば、日本の世論により自衛隊

の海外派遣ができない事態の続く限り、

西太平洋における米国の軍事的必要性

集団的自衛権と在日米軍削減

つまり、米国は、日本の防衛のため

だけはではなく、米政府の影響下に日

本の軍事力が米軍の補完として成長す

るための枠組みとして日米安保を見て

いたのである。その役組みのなかで、

もし日本の海外派兵の道が開かれて自

衛隊が米軍の補完になりえても、米国

は日本の集団的自衛権の行使が在日米

軍の兵力削減、基地の削減につながる

と考えていなかった。重要なことは、

日本にいる米軍が日本の防衛に役立つ

ことは｢少ない」とされていたことだ。

米国にとっての関心事は、日本の国

内政治へ影響を与える有効な手立てを

もっていないが、防衛に多くの予算を

割き軍事力強化を図るようにするかで

あった。そこで、同文書は、外交、軍

事の日米のチャンネルを使って、共産

主義の脅威や米軍の能力についての分

析を示すことで、日本の取るべき兵力

目標を示唆し、日本の政策へ影響を与

えるよう勧告している。

同文書が示す自衛隊の姿は次のとお

りであった｡強化すべき第一は､中国、

北朝鮮、ソ連などの沿岸部を含む日本

海、オホーツク海、宗谷、津軽、対馬

－１４－



日米同盟の原型（がく・まさあき）

の三海峡、そして日本の東と西５００

マイルまでの空と海の監視強化である。

第二は、増強されつつあったソ連の原

子力潜水艦に対する自衛隊の水上艦艇、

潜水艦、哨戒機、地上監視施設などの

能力（対潜能力）強化である。第三は、

港湾警備と機雷除去能力強化。第四は、

防空能力の改善。１９６６年に迎撃機

を日本から撤退するのを最後に、米軍

は日本の防空責任を全面的に自衛隊に

移すことになっていたためである。第

四は、地上部隊の近代化と戦術航空機

の改善。海上や航空能力に比べ、上陸

による脅威は少ないため、地上部隊強

化の優先順位は低く置かれた。こうし

いた要求が実現すると、現在の自衛隊

の姿に二重写しになるのである。

さらに、同文書は米国製の武器およ

び技術の購入を可能な限り拡大するよ

う求めた。防衛費の中の武器調達につ

いては日本政府の裁量により決まると

しながらも、米国が望む自衛隊の兵力

構成と任務に一致した範囲内であるこ

とが強調された。

自衛隊の前身である警察予備隊が、

朝鮮戦争の勃発により日本にいた米軍

を朝鮮半島に向けるため、その「穴埋

め」の兵力として発足とした。誕生時

より維持してきた日本の防衛政策に対

する影響力をさらなる拡大・強化を目

指す米国の意志が、この文書から明確

に伝わってくる。

上級省庁間グループで検討された「わ

れわれの琉球基地」の勧告は承認され

た3゜それに従って、米政府は沖縄にお

ける自治権拡大と日本政府の役割増大

による返還への政治的圧力を吸収して

いく方針を決めた。具体的に、まず、

東京にいる駐日米大使と沖縄にいる高

等弁務官に対しその実施計画作成を命

じ、復帰運動の動向とそれを「封じ込

めるｊ行動の評価報告を六カ月毎に提

出するよう求めた。そして、省庁間極

東グループ下に位置する琉球作業斑に

対し、つぎの項目についての研究文書

を極東グループへ提出するように命じ

た。

これら項目は、あくまで返還を想定

だとしつつも、米国がもっとも知りた

かった点である。その返還とは、部分

的であれ全面的であれ米軍が沖縄から

撤退することではなく、沖縄の施政権

のみを対象と考えられていた。

（－）もし施政権返還が必要とされ

ると、返還によって沖縄基地の機能と

全体的な軍事態勢がどの程度の影響を

受けるのか。（二）施政権返還があると

き、沖縄あるいはそれ以外の場所で必

要とされる機能を継続するための計画

作成。（三）沖縄あるいはそれ以外の場

所での施設の撤去あるいは代替施設の

建設にかかる費用の算定。（四）部分的

な施政権返還の実現可能性や財政その

他の費用の算定。

施政権返還を想定するものの、米政

府内で返還が必要だとする合意にはま沖縄基地の行方

一九六五年二月に米軍のベトナム戦

争への本格的介入が行われると、米国

の対日政策の枠組みは、沖縄返還、在

日米軍基地、そして予算とが結びつく

ようになっていった。

ワシントンでは、一九六六年九月、

３“SIG,RecordofAgreementand
Deci8ionB,MeetingofSeptemberl3，
1966,（September14,1966),Ｎｏ．
602,ｊＺｍｍＪｍｄＤｈｊＺ悪ｄＳＺＺｉ鱈ｇＪ
Ｄ４ｐｂｍａ“SgcmiltyandEbDnomわ
凡巴Z日zZmg>Ig5D-I9冠
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だ至っていなかった。それは、沖縄基

地を重要だとする軍部の認識が強化さ

れても弱まることはなかったからだ。

一九九七年に公開された米太平軍

（ハワイに司令部）の年次報告書`によ

れば、同軍司令部は「われわれの琉球

基地」の検討段階でつぎのような要求

をしていた。

「米国が極東において平和と自由を

維持する責任を負い、共産主義の侵攻

による脅威がある限り、米国は西太平

洋に確固とした位置を確保しなければ

ならない。この目的のために、日本が

沖縄の施政権を持った場合には確保さ

れない無制限に使用できる基地を、わ

れわれは沖縄に持たねばならない｡」

そのうえで、米太平洋軍は、施政権

返還の実現可能性についての調査を行

い、返還そのものが米国にとって望ま

しいのかについて検討した上でなけれ

ば、施政権返還に反対だとの見解を示

していた。米太平洋軍は沖縄、日本、

朝鮮半島からベトナムまでのアジア太

平洋地域の米軍を指揮下におき、この

地域での軍事戦略だけでなく政治・外

交にも関わっていた。

この米太平洋軍の見解を受けて、「わ

れわれの琉球基地」後の米政府内では

上記のような検討が必要とされたので

あった。決して返還に向けた決定では

なく、返還そのもの必要性の問う作業

であった。

れていた。

一九六五年にスタートした沖縄にお

ける陸軍、海兵隊それぞれの基地拡張

計画は、翌六六年には米太平洋軍司令

部内での検討へと送られていた。海兵

隊は飛行場、海軍は港湾、陸軍は弾薬

庫の建設計画をもっていた。六五年二

月の米地上軍のベトナムへの直接投入

により、戦争遂行における沖縄基地の

重要度が高まっていったからだ。

当初の計画では、海兵隊も陸軍もそ

れぞれの建設場所を本部半島の上本部

飛行場地に予定していたが、二つの施

設建設が無理だとの調査結果がでたこ

と、陸軍が本部半島を断念したため、

本部半島での海兵隊飛行場建設に決ま

りかけた。だが、予算の効率的使用の

観点から、本部半島でなく、建設費用

に三千九百万ﾄﾞﾙが見積もれたキャン

プ・シュワプ東沿岸部の埋め立て案が

浮上した.

売当rンプ・シュワプ沿岸に埋め立て

新しい飛行場建設計画は、山口県の

岩国基地に配備されていた米海兵隊航

空部隊を沖縄に移すための飛行場が求

められていたからであった。ジェット

機を含む固定翼機が雛発着できる滑走

路が、建設条件とされた。部隊の移転

は、日本国内での基地維持費を節約す

るためであり、沖縄配備の地上部隊と

岩国配備の航空兵力を一体化させて統

合的に運用するためだった。キャン

プ・シュワブ沿岸に建設される飛行場

には、岩国基地以外に普天間基地のヘ

リープター部隊と、当時、那覇空軍基

地に配備された海軍機も合わせて収容

する計画がたてられえていた。５

基地の拡張計画

このように日米関係における沖縄基

地がワシントンでの検討されている一

方で、沖縄では基地建設計画が進めら

４CINCPAC,CommandHhBtoryl966，
ＶｂＬ１,pp33-34．

５CINCPAC,CommandHi8toryl965，
ＶｂＬＩ,ｐ２
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

海軍工兵隊が作成した基本計画によ

れば、キャンプ・シュワプの東側から

久志区にいたる沿岸部のリーフ内を埋

め立て、シュワブの北側に港湾を配し、

現在の豊原区には家族住宅が建設され

ると．地上部隊、航空兵力、輸送・兵

姑、そして家族住宅をもつ一大基地で

あった。同時に、辺野古区は三方が基

地に囲まれた孤島のようになり、豊原

区は全戸移転を余儀なくされ、久志区

は基地のフェンスと隣り合わせになる

はずだった。現在、進められているキ

ャンプ・シュワプ沿岸での飛行場建設

は、リーフ上まで埋め立てる一九六六

年作成の計画規模を縮小とした形とな

っている。

大浦湾を挟んで北側に武器弾薬庫建
設計画をもつ陸軍と港湾管理権を持ち

たい海軍との間で、物資の積み下ろす

ための桟橋建設をめぐって対立がおこ

った。キャンプ・シュワブ側での港湾

建設に陸軍が妥協して、大浦湾に－大

基地の出現は、ワシントンでの予算獲

得を待つばかりであった。

しかし、一九六七年に入ると、ベト

ナム戦争遂行に適合すべ<海外の全米

軍基地の見直し検討が行われた。次回

に、一九六七年に行われた在日米軍基

地の再編計画を紹介する。（琉球大学教

授・国際政治学）

飛行場建設計画の図面を添付（コピ

ー）

NavyFacilitiesEngineers

Command，MasterPlanofNavy

Facilities，Okinawa，Ryukyu

lslands（December29，1966）
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新飛行場建設の中止

米海兵隊岩国基地（山ロ県）に配備

されている戦闘攻撃飛行中隊を受け入

れるためキャンプ・ジュワブ東沿岸部

に新たな飛行場を建設する計画は、一

九六七年四月、国防長官が同飛行中隊

のハワイあるいは米西海岸への移駐を

提案したことにより、新たな局面を迎

えた。

軍事作戦の観点から大統領や国防長

官を補佐する米統合参謀本部は、この

検討を米太平洋軍司令部に求めた。同

年五月五日、太平洋軍司令部は､当時、

進めていたベトナム戦後のアジア情勢

についての検討が完了するまで、個々

の基地についての決定を行うべきでは

ないと勧告した。同年二月に発効した

米韓地位協定、交渉中の米タイ地位協

定や米南ベトナム地位協定に悪影響を

及ぼし、太平洋地域にある米軍基地の

返還要求を加速させることが懸念され

ていたからだ。特に、日米地位協定で

は、基地は返還する（第二条２項）と

定められているため、岩国基地から日

本以外への移駐は、その後も同基地を

維持したいとする米国の立場に何らか

の影響を与えるものと考えられた。

米太平洋司令部は、五月九日、統合

参謀本部に対し、岩国基地では航空自

衛隊も海兵隊の航空支援能力に頼って

いること、周辺民間地域の収入減、日

本人労働者の解雇、潜在的防空能力の

削減、同基地配備の米海軍哨戒機への

地上支援が困難になるなどのマイナス

の影響を指摘し、さらに南ベトナムの

おける海兵隊の戦闘能力への影響を提

起して、同飛行中隊を岩国に残留させ

るよう求めた｡その結果､六月十五日、

その勧告に国防長官が同意して、同飛

行機中隊の岩国残留が決まった。これ

Iま、キャンプ・シュワブでの新飛行場

計画の挫折を意味した。

（２）前方展開に不可欠な在日米軍基

地

米太平洋軍が米国のベトナム戦争へ

の関与が深まるにつれ、米軍を受け入

れている日本やフィリピンなどでは、

米軍基地の返還や基地使用の制限など

の要求が高まっていった。こうした中

で、米太平洋軍司令部内では確保すべ

き海外基地リストの洗い直し作業が進

められていた。この作業は、米統合参

謀本部が作成する「必要不可欠の海外

米軍基地｣に反映され､六七年十二月、

当時の太平洋軍の管轄下にあったほと

んどの米軍基地は確保すべきリストに

残された。

米太平洋軍司令部での検討は、岩国

基地を含む在日米軍基地をはじめ、沖

縄、小笠原、フィリピン、グアム、そ

してインド洋の米軍基地を対象として

いた。その内容を記している米太平洋

軍の年次報告（一九六七年）の「必要

不可欠の海外基地」６と題する節は、興

味深い。同節は全体で二十ページだが、

そのうち六ページはページ全体が黒く

塗りつぶされ、十数箇所にわたる数行

程度の非公開部分がある。これら黒く

塗られた非公開部分の大半は、沖縄と

BCINCPAQOmQBTcQ,mmamr

HZgZm:ｙｍ５ＺＶｂＬＩ,pp67-85・同節
は、全体で20ページだが、そのうち６

ページはページ全体が黒く塗りつぶさ

れ、１０箇所以上にわたり、非公開部分

となっている。これら非公開の大半は、

沖縄と小笠原の米軍基地についての箇

所だ
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

小笠原の米軍基地についての箇所であ

る。

米太平洋軍によれば、在日米軍基地

が必要なのは日本防衛および日本が極

東地域における役割を果たすためだと

されていた。自衛隊の増強が進められ

ているが、向こう五年から十年にわた

り侵略に対する日本の防衛能力は不十

分であるため、その間、米軍は必要だ

と考えていた。

独走で戦争に突入した苦い経験をもつ

日本だけに、シビリアン・コントロー

ル（文民統制）を逸脱するとして国内

政治が不安定化する恐れもあった。現

在の小泉内閣は、今国会で有事法制案

を提出し、緊急し事態に際しての法整備

を進める予定だ。有事法制が実現する

と、長い間にわたり封印されてきた日

米統合作戦計画の誕生となるのかもし

れない。

隠されていた日米統合作戦計画

実際に、在日米軍司令部と自衛隊の

統合幕僚会議との間で日本防衛の緊急

事態に備えて「日本防衛の緊急事態概

要統合計画」案が作成されていた。毎

年、改定されていた同計画は、六七年

版を「BIGHORN（大きな角)」計画、一

九六八年版を「FORESTBLAZE（森の炎)」

計画と呼ばれた。日本政府が正式に統

合作戦計画に合意すれば、いつでも発

動できるように準備されていたが、日

本側は統合幕僚会議だけが知る秘密で

あった。米側では、在日米軍だけでな

く米太平洋軍全体が関わるよう準備さ

れていた。同年次報告にはそれ以上の

記述がないので、もし計画が発動とな

ったとき、憲法は停止となるのか、米

軍に許される行動とは何か、自衛隊に

与えられる権限とは何か、その詳細は

不明のままである。

この日米統合作戦「案」の存在は、

これまで知られていない。日本防衛に

関与するとしてきた米軍からみれば当

然のことだが、集団自衛権の行使が禁

じられているとの憲法解釈に立つ日本

政府にとって、日米統合作戦｢案｣が政

治的問題になるのは明らかだったから

だ。また、自衛隊の上層部だけが関わ

る作戦計画の存在が漏れれば、軍部の

キーワード：岩国基地

米海兵隊が管理する日米共同の基地。

沖縄・普天間基地に司令部の第１海兵航

空団（司令部は普天間基地）の固定翼機

（F/Al8ホーネットで構成される三飛行

中隊）部隊やその支援部隊が配備され、

海上自衛隊の対潜哨戒機が配備される。

1938年に旧海軍飛行場としての建設が開

始されたが、連合国の占領下で米、英、

豪、ＮＺの各軍が進駐した。朝鮮戦争時に

米空軍が管理し、1956年に韓国から現在

の航空団が移駐してきた。現在、滑走路

の沖合展開により基地拡充が進められて

いる。

在日米軍が直接に日本防衛へ関わる

ことはない。在日米軍は、日本防衛の

ための直接戦闘を行う能力をもたない

ということだ。米太平洋軍は、在日米

軍の最大の貢献とは米軍が日本に存在

（プレゼンス）すること自体であり、

その存在により日本防衛への米国の保

障を示していることだと考えていた。

米太平洋軍の年次報告（一九六七年）

7によれば、日本における米軍の役割、

機能、任務は、日本の安全維持への支

７CincPACjCommandH通toryl967，
ＶｂＬＩ,pp67-69．
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日米同盟の原型（がく・まさあき）

援、必要不可欠な海域、空域、基地や

通信・電子施設の維持確保、そして日

本防衛支援のため派遣される米軍の受

け入れ準備だとしている。

同年次報告は、日本が在日米軍の存

在に依存し、同時に利益を得ていると

述べる。在日米軍は機会あるたびに日

本の軍事力の増強や、装備の近代化を

促してきたという。その結果、ある一

定期間、自衛隊と同規模程度の敵の侵

攻に対し、自衛隊は国内の治安を維持

しつつ戦闘できる能力まで成長した、

と評する。憲法によって軍事活動が限

定される日本は、基本的に日米安保と

在日米軍に依存せざるを得ない。その

ため、日本は最大の米軍受け入れ国の

ひとつであり、密接な防衛協力を進め

る上で基地の共同使用は日米相互の利

益となっている、と同年次報告は指摘

する。さらに、経済的に見れば、米軍

が存在するために日本は大きな軍事力

を維持しなくてよく、その分、日本自

身の経済発展に財政を投入できたと同

年次報告は言及している。

米軍からみて在日米軍基地の最大の

役割は、アジア・太平洋の防衛線にあ

った。同年次報告によれば、米太平洋

軍は、在日米軍の貢献をアジア太平洋

地域全体の安全保障にあると評価して

いた。そして、日本に米軍が存在する

ことにより、アラスカから台湾、フィ

リピン、オーストラリア、ニュージー

ランドに至る防衛線を完全なものにで

きるのだ、と。つまり、米国の前方展

開戦略の維持のためには在日米軍基地

の存在が死活的だったのである。その

具体的な役割は、東南アジアに展開す

る米軍への支援、燃料・武器弾薬の貯

蔵、兵員の休養、傷病兵の治療、医療

救援、人員・物資の輸送、航空機・艦

船の修理、そして物資調達などであっ

た。しかも、無料で米軍基地が使える

点は米軍にとって魅力であった。

同年次報告は、朝鮮半島有事に際し

て自由使用を認める日米間の秘密合意

が存在するとも記している。もし日米

安保条約が規定通りに運用されるなら

ば、在日米軍基地からの軍事作戦行動

は時宜を失すものになりかねないとま

で述べている。朝鮮半島有事の際の基

地の自由使用が米軍にとって如何に重

要であったかを物語っている。

六七年当時、上記のように米太平洋

軍は在日米軍基地の必要性を強調して

いたが、高まる日本のおける反基地運

動への政治的対応に迫られることにな

る。

脅威認識の隔たり

六八年の米太平洋軍年次報告8によれ

ば、米軍は前方展開戦略による米軍駐

留を歓迎する国とそうでない国がある

との認識をもっていた。その違いは、

目に見える脅威を感じているか否かに

あるという。前者が南ベトナム､韓国、

タイであり、後者が日本であると考え

ていた。

日米間でより深刻なことは、脅威の

認識にずれがあったことだった。また、

アジア防衛のための安全保障の枠組み

の必要性を認める米国と、それを重要

視しない日本との間に溝が存在してい

た。さらには、日本は、通常兵器によ

るソ連の脅威を過小評価する一方でソ

連の核攻撃に恐怖を抱いていた。日本

は米国の核の傘に依存しつつも、在日

米軍がソ連の核攻撃に備えているとは

BCinCPAC,CommandHi8torUil968，
VbLLpp､69-70.

－２０－
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考えていない、と米側は見ていた。日

本は中国の核ないし通常戦力をどちら

も小さな脅威としか判断してなく、朝

鮮半島を日本防衛にとり重要だと考え

ていない、と米側は日本の安全保障環

境への見方に不安を覚えていた。

確かに、直接に脅威があると感じる

国では米軍駐留を重大だと思うのは当

然であろうが、米軍の存在は50年代後

半に基地が大規模に減少した日本本土

と基地に囲まれた生活を余儀なくされ

ている沖縄との問にも認識の違いを生

み出している。

見・意向を尊重した上で審査すること

にしている。日本側の権限強化となっ

ている。二○○○年八月に稲嶺県政が

要求した「地位協定見直し県案」で、

返還について地元自治体の意見・意向

を尊重する旨の明記を織り込まれてい

る。また、大田県政時の九五年十一月

に出された「地位協定見直し要請書」

では、「当該自治体の振興開発等に悪影

響を及ぼしている場合」に、日本政府

は米政府に対し返還を「要諦」し、米

政府は「応じなければならない」とさ

れている。

こうした日本と米国、沖繩と本土、

沖縄とアメリカの間にそれぞれ横たわ

るギャップが、沖縄にある米軍基地問

題の根の深さを物語る。

地位協定改定への震源地

日本との関係で米軍が不安を感じて

いたもうひとつは、地位協定において

必要でなくなった基地を返j還し、返還

を目的としてたえず検討するよう定め

られていることだった。この条項に政

治的圧力が加わって返還要求に加速す

ることを懸念したのだろう。

実際の返還をめぐる政治力学の現場

は沖縄であった。六八年十一月に屋良

朝苗が基地のない沖綱や即時、無条件

返還を訴えて初の行政主席選挙で選ば

れたのも、その例であろう。また、地

位協定そのものへの不満が生まれるの

も沖縄の空間である。今年二月に沖縄

選出の国会議員が中心となって作成し

た日米地位協定の改定案'は、不要基地

の返還を米側の自主的判断にまかせて

いる現行から、次のように変更してい

る。すべての在日米軍基地の使用目的、

範囲、条件などを明示した使用計画書

の提出を米軍に義務付け、同計画書を

日本政府が基地所在の地方自治体の意

移設・統合は日本負担

米軍部を統括する統合参謀本部は、

一九六八年夏までに、向こう十年間に

わたってベトナム戦以後の世界戦略に

必要な海外基地の検討を進めていた。

その過程で、アジア太平洋地域にある

米軍基地再編について米太平洋軍の意

見聴取を求め、同年十二月一五日まで

に指揮下の各軍に対しそれぞれの検討

結果の提出を求めていた。

米軍内の動きを記す米太平洋軍年次

報告（六八年）は、在日米軍基地の再

編・統合計画の詳細を明らかしている。

それによれば、軍だけでなく大使館と

連絡を密にしつつ、日本との交渉を進

めた様子が伝わってくる。なぜ日本側

の了解が必要であったのか。

まず、米国から見ての同盟国として

日本に脅威認識を共有し、米戦略の重

要性を理解してもらうことが緊要だっ

たからだ。そして、より現実的な問題

として、日本における米軍基地の移設、
９琉球新報、2002年２月１２日付け朝

刊。
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統合は日本政府の財政負担で行われる

と、日米安保条約で規定されていると

米政府は解釈していた。だが、移設・

統合となると、米軍の仕様基準を適用

し、その結果、国内基準を上回る豪華

な施設を建設して米軍に提供すること

に日本政府は難色を示していた。たと

え移設・統合の費用が日本負担であっ

ても、米軍だけを特別扱いするような

財政支出では日本の納税者へ説明がつ

かなかったのではないだろうか。また、

その延長として個別施設の整備、改修

まで日本政府が負うことになりかねな

いと危倶したからではないだろうか。

米側の解釈する移設・統合の日本負

担というのが何を根拠にしているのか

不明だ。現行の安保条約第六条では米

軍は日本国内で「施設及び区域」（基地

と演習水・空域）の使用が許されると

だけ定めている。具体的な基地使用に

ついては、日米地位協定に拠るとして

いる。日本の財政負担を定めている地

位協定第二四条の二項では、施設、区

域、路線権の提供とこれらの借上料と

補償費を負担するとなっている。もし

かして、「施設の提供」には、移設・統

合にかかる費用を含むとする「非公開

の日米了解」があるのかもしれない．

九六年十二月のSACO合意による普天

間基地の県内移設費（新飛行場の建設

費も含む）について、当然の如く、日

本の費用負担とされている。提供義務

は日本にあるのだが、移設費も日本持

ちだとする明示的な根拠はないのでは

ないだろうか。

作成された在日米軍基地削減計画案が、

同年十二月、米太平洋軍へ送られた。

その案によれば十一の閉鎖・移転・統

合が予定されていた。案作成の理由は、

「金の流出防止と予算削減」であった。

米太平洋軍の＝メントによれば、この

案は予算削減の視点で作成されており、

戦略的、政策的観点からの検討が欠如

していると大幅な変更を求めた。そし

て、冒頭で紹介したポスト・ベトナム

におけるアジア・太平洋地域の米軍基

地構成のなかで、日本本土、沖縄と他

の地域の基地の再編・統合計画を考え

るべきだとした。

この案で取り上げられた十一件とは、

次の通りであった。（１）キャンプ・座

間の閉鎖、在日米陸軍司令部と在琉球

米陸軍司令部の統合、（２）陸軍貯蔵コ

マンドの削減、（３）関東地区にある病

院の統合計画（キャンプ・王子や岸根

バラックスの返還)、（４）佐世保海軍基

地の返還と横須賀海軍基地への統合

（詳細は非開示)、（５）石油貯蔵基地の

返還（詳細は非開示)、（６）航空墓地の

再編（厚木基地返還と横田空軍基地へ

の統合、岩国海兵隊航空基地の返還、

板付空軍基地の予備的基地への変更)、

（７）沖縄からの短距離地対地リトルジ

ョン・ミサイルの撤去（六八年十二月

に実施）（８）地対空ナイキ・ハーキュ

ーリーズ・ミサイル（詳細は非公開)、

（９）米陸軍第二兵姑補給兵団（浦添・

牧港サービス地区）の人員削減、（10）

諜報施設の統合（詳細は非開示)、（11）

沖縄の米海兵隊支援部隊の撤退（キャ

ンプ・バトラーと第三軍事役務連隊の

削減）などであった。もしこの案が実

現していると、沖縄や日本本土の米軍

基地は、今より小ぶりな存在になって

いたであろう。もし岩国の航空兵力や

消えた鯖小・統合計画

米統合参謀本部での検討とは別に、

マクナマラ国防長官を引き継いだクラ

ーク.Ｍ・クリフォード国防長官の下で
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沖綱の支援部隊が撤退していれば、現

在規模の海兵隊が沖縄に常駐していな

かったに違いない.

この案に対し、大和航空基地の横田

統合についてのみ同意しただけで、そ

れ以外について米太平洋軍は異を唱え

た。例えば、日本本土米陸軍を沖縄へ

統合する計画に対し、ベトナムへの補

給や沖縄防衛に任務に加えて、さらに、

補給、修理、貯蔵のできる場所を探せ

ず沖縄にないと判断して反対した。特

に、沖繩返還という政治的変化がある

かもしれないため、沖縄への基地統合

を不安定だと見ていた。また、キャン

プ・ハンセンにいた第九水陸両用旅団

の撤退は、香港、シンガポール、韓国

の緊急事態に対応できなくなるため反

対であった。現在の第三海兵役務支援

群（浦添市キャンプ・キンザー在）の

前身であった第三軍事役務連隊（当時、

宜野湾市普天間キャンプ・フォスター

在）を撤退させ、その任務を第二兵姑

補給兵団へ引き継がせるのは無理だと

判断していた。

小が実施されると、基地反対グループ

が運動の勝利の結果とみなし、さらな

る基地撤去要求を強めることになりか

ねないと危倶していた。そこでは、日

本の第四次防衛整備計画（七二年から

七六年）の実施に歩調をあわせて、自

衛隊に必要となる基地の移管でもって

米軍基地削減を進めるべきだと結論づ

けていた。

次に、在日米軍基地の再編を軸に安

全保障に関する日米協議機関について

検討しよう。

（３）日米安保のチャンネル

日米安全保障協議委員会（SCC)。安

全保障にかかわる日米両政府間の最も

高いレベルの協議の場である。日本か

ら外務大臣、防衛庁長官、米国から駐

日大使、米太平洋軍総司令官らで構成

されていた。一九九○年十二月になる

と、米側の出席者の格上げが行われ、

国務長官、国防長官となった。今日で

は、「２プラス２」とも呼ばれ、外相、

国務長官が出席する毎年九月の国連総

会前後にニューヨークかワシントンで

開催されることが多い。

SCCは、六○年一月に設置された。現

行の日米安保条約が六○年一月に調印

されたときの付属文書のひとつである

往復薔簡に基づいている。開催は不定

期だが、設置から第八回（六八年）以

前までは､年一回の割合だった｡SCCは、

これら四人が正式メンバーだが、実際

には官僚を従えた会議となり、通訳を

交えて四人だけで会談することはほと

んどない。

沖縄では馴染みの乏しかったＳＣＣだ

が、九五年九月の少女レイプ事件以降

日本政府も反対する理由

米太平洋軍は反対理由として、在日

米軍縮小への日本政府の懸念を上げて

いる。第一は、在日米軍の削減によっ

て米国の日本防衛への関与の低下を懸

念するため、日本政府を納得させるだ

けの何らかの保障を必要とする。第二

は、日本政府は本土の米軍基地で働く

日本人従業員（一万一千人）の再雇用

先の確保のために、時間を必要とする

であろうこと。第三は、基地の移転・

統合は、政治的には何らかの得点を稼

ぐだろうが、同時に政治的動揺を与え

るのも確かだと判断していた。米太平

洋軍は、この案のような規模の基地縮
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当する。六五年九月にライシャワー駐

日米大使の設置提案がなされ、六七年

三月になって、次官級・大使級の作業

レベルの恒常的な小委員会としてスタ

ートした。外務省が米政府との外交チ

ャンネルをもっているのは当然だが、

安全保障に絞って、しかも防衛庁も参

加する官僚間の公式チャンネルであっ

た。

第一回会合は、六七年五月二五日・

二六日、東京で開催された。日本側は、

外務、防衛の次官、審議官､北米局長、

防衛局長に加えて、制服組から統合幕

僚議長。米側は、ジョンソン大使、オ

ズボーン公使、国防省からマクノート

ン国防次官補、国務省からバーガー国

務次官補、そして軍部からマッキー在

日米軍司令官らであった。第一日目は、

主に迎撃ミサイル（ABM）防衛について

米側の考えが紹介された。二日目は、

沖縄問題が取り上げられ、日本側は戦

後日米関係の深刻の問題となると指摘

し、沖縄の自治権拡大を要請した。そ

れに対し、米側は太平洋地域の安全保

障にとって沖縄の戦略的重要性を説き、

極東全体の安全のために基地の自由使

用が如何に確保されるべきかを強調し

た'0.第二回会合は、八月二二日・二三

日に東京で開催され、議題は第一回の

際の議題を継続し、小笠原返還と朝鮮

半島情勢が新たに加えられた。

のいわゆる沖縄問題に対応すぺくＳＣＣ

は、九五年十一月、基地の整理縮小を

検討する「沖縄に関する特別行動委員

会（SACO)」を設置した。そして、翌年

十二月に普天間基地や他の基地の県内

移設を勧告した結果がSACOからSCCへ

報告された。その場でSCCがSACO勧告

を了承して、現在も沖縄基地をめぐる

整理・統合の日米合意となっている。

もうひとつの日米間の協議チャンネ

ルは、日米合同委員会である。米軍の

権利や米軍人・軍属の特権的地位を定

める日米地位協定の実施に関する協議

機関である。日米合同委員会の場で、

米軍基地に関わる重要な決定や合意が

なされてきたが、その多くが非公開と

なっていて高い透明性が求められてい

る。米軍基地の返還、米兵犯罪の場合

の身柄引き渡しなどは、ここの場で合

意される。合同委員会は、米軍基地を

めぐるルーティン的な処理を行う場と

なっている。

事務レベル協議のスタート

外交・軍事の指導者同士の安全保障

協議チャンネルであるｓｃｃを支える目

的で、その下部組織として日米両政府

間の官僚（いわゆる事務）レベルのチ

ャンネルが、六○年代後半以降、設置

されていく。たとえば、次官級が参加

する安全保障高級事務レベル協議

（SSC)、審議官・公使級が参加する安

保運用協議会（SCG)、局長・次官補級

が参加して日米防衛協力のあり方を協

議する防衛協力小委員会(SDC)、局長・

次官補代理が参加する日米装備・技術

定期協議(S&TF)などだ。

最初に設置された官僚レベルのチャ

ンネルは、日米安保協議委員会小委員

会（scc-sc）である。SSCの前身に相

意見交換より米国理解へ

IoTbkyoAjrgram,Subject:Meetings
oftheSubO⑪mmitteeofthe

US-JapanSecurityConsultative
Committee,Tblqlo,Ｍａｙ25.26,1967
(June27,1967)，POL1Japan-US，
1/1/67jCentralForeignPolicyFileB，
ＲＧ５９,NationalArchives．
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地削減計画を日本側に申し入れた。一

○箇所の基地の撤去と四○箇所の基地

の移設・統合計画を日本側に提案し、

個別ごとの実現可能性について、日米

合同委員会にて検討し六ヶ月ごとに進

捗状況を報告してもらうことで合意し

た。こうして、在日米軍基地再編の全

体像が姿を現してきた。

代表を送込んでいた米太平洋軍は、

年次報告（六八年）によれば、scc-sc

を意見交換の場だけなくそれ以上の価

値あるものだと評価していた。それは、

日本側の考えを知る機会だというより

も、米側の考えを伝え、日本の理解度

を深める機会でもあった｡その後のｓｃｃ

－ＳＣでは、長期的視点でのアジア安全

保障、日本のミサイル防衛、朝鮮半島

情勢、ベトナム情勢などが取り上げら

れた。そして、六八年九月十一日・十

二日に開催された第五回会合で、アジ

ア諸国の治安維持への米国支援策に並

んで、在日米軍基地が議題とされた。

在日米軍基地を取り上げる前段とし

て、次のような米側の戦略があった。

Ｕ・アレクシス・ジョンソン駐日米大

使は、脅威に認識において日米の間で

存在するギャップを懸念していた。ジ

ョンソン大使は、ソ連からの核攻撃を

脅威だとしつつも、在日米軍の役割を

理解していない、また日本防衛にとっ

ての朝鮮半島の重要性を認織していな

い日本に対し、米国と共通の理解を求

めようとしていた。六八年五月十三日

に開かれた第八回安保協議委員会

（SCC）の場で、会議時間のほとんどを

使ってジョンソン大使がベトナム情勢

について日本側に説明した。それを援

護する形で、ユリシーズ．Ｓ、Ｇ、シャ

ープ提督・米太平洋軍総司令官が軍事

的見地から捕捉した。日本側は聞き役

にまわる一方で、出席していた増田金

七防衛庁長官が、準備した原稿になか

った米国のベトナム政策への強い支援

声明を打ち出したのだった。

そして、六八年十二月二三日の第九

回日米安保協議委員会(Scc)において、

ジョンソン大使は米太平洋軍が作成し

た再編計画にもとづいて、在日米軍基

代替条件つきの返還

一九六八年十二月に在日米軍基地の

整理縮小計画が、第九回安保協議委員

会（SCC）でジョンソン駐日米大使から

提案され、日本側の了承を得て、日米

合同委員会で米側提案の実施見通しを

検討することになった。

内容は、当時、日本本土にあった一

四○ケ所の米軍基地・演習場のうち、

五四ケ所について（１）条件つき、あ

るいは無条件つき全部または－部返還、

（２）自衛隊との共同使用、（３）代替

地がある場合の移転などによる整理縮

小であった。しかし、自衛隊への移管

をすでに完了して米軍の一時使用とな

っていた演習場の返還や、自衛隊との

共同使用への変更などで、実質削減は

なかった。地元から返還要求を受けて

注目されていたキャンプ王子、水戸射

爆場、板付飛行場（福岡空港）の返還・

移転は検討中とされ、同計画には含ま

れなかった。

それでも米軍は、実際に同計画に沿

って返還や移転が行われると、日本国

内では米軍の削減努力が肯定的に受け

止めるようになったと見ていた。

一九六九年一月、ベトナムからの撤

退を唱えたニクソン政権が誕生した。

それは、アジア太平洋の米軍全体の配

備の見直しの始まりでもあった。前年

十二月の整理・統合画よりも大規模な
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るとしていた。また、フィリピンの事

例を取り上げ、マニラ近郊カビーテ市

にあったサングレー･ポイント基地(現

在はフィリピン海軍基地）の閉鎖によ

る地元経済への影響を指摘した。

米統合参謀本部は米太平洋軍の見解

を支持し、この案を有効なデータに基

づかない不完全なものだとして、米国

の同盟国への関与を維持し米軍の能力

を全開で展開しつつ同時にさまざまな

兵力削減、移転・統合が包括的に実施

されるべきだとの勧告を行った。こう

して国防長官の削減案を拒絶したが、

予算上の制約から削減が必要だとの決

定が下されれば、各軍がそれぞれの基

地、兵員の削減を検討すべきだと付け

加えていた。つまり、上からの指示を

嫌う軍部では自分たち手で削減計画を

作成したかったのだ。

計画策定が求められるようになる。新

政権のメルビン・レアード国防長官の

もとで進められた。ジョンソン政権時

にも国防長官主導による削減計画が検

討されたが、統合参謀本部と米太平洋

軍司令部が結束して反対したため、冒

頭の小規模な整理・統合計画となった

経緯があった。

兵員削減計画案

レアード国防長官の指示によって国

防次官補システム分析担当室のアジア

担当者らが、日本、沖縄、台湾（七九

年四月まで米台湾防衛＝マンド（TDC）

が存続)、フィリピン、グアム、ハワイ

へ派遣された。調査項目は、マンパワ

ー、作戦および支援部隊の活動、テナ

ント部隊と陸軍・海軍・空軍間の相互

支援取り決めなどなどであった。

同調査団の結果に基づき国防長官の

下で作成された削減計画案が、六九年

九月に統合参謀本部を経て、米太平洋

軍に送られた。この国防長官の計画案

は予算削減の視点から、米太平洋軍指

揮下の前方基地を支援する要員を過剰

だと判断して、兵力の削減を求めてい

た。それに対し、米太平洋軍は、指摘

された支援要員の削減方法は空軍モデ

ルを真似ているとし、陸軍や海軍には

それぞれの事情にあった削減モデルが

あり、それに沿って行われるべきだと

反論した。また、その削減計画案の投

げかける政治的、軍事的影響を考慮す

べきだとしていた。

たとえば、この案によれば在沖米軍

では、九一一○名の軍人、六四一名の

軍属、そして九六一六名の基地従業員

の削減となっていた。米太平洋軍の反

論は、これだけの大壁の人員削減は基

地に依存する沖縄経済への悪影響とな

国防予算削減

一九六八年の米国議会で六九年度

（六八年十月より翌年九月末まで）連

邦予算が審議され、六○億ドル以上の

削減を求める法案（収入・支出管理法）

か可決された。そのうち半分の三○億

ドルを国防予算からの削減とされた。

その影響を受けて、前年度三億一五○

○億ドルであった太平洋軍予算が七八

○○万ドル削減となり、六九年度は二

億三七○○万ドルとなった。さらに、

六九年の米国議会は、七○年度国防予

算でさらに三○億ドルの削減を決め、

また海外に展開する米軍兵力の一○％

削減を求めた。ニクソン大統領がベト

ナムからの米軍削減決定を正式に表明

したグアム・ドクトリン（六九年七月

二十五日）以降、議会の国防予算削減

方針に拍車がかかったことはいうまで

もない。
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

米太平洋軍に割り当てられた兵力削

減数は、一万二七九名（総数は一万四

九○○名）だった。地域ごとの削減数

（別表）に見られるように、六九年十

月までに九八名の削減中止はあったも

のの、日本とフィリピンから二六○○

名、沖縄から二三○○名の撤退が決ま

った。

こうしてベトナム以後の国防予算削

減に伴う米軍基地の再編・統合や米軍

兵力削減が実施されていった。これら

は沖細、日本本土の米軍基地再編を加

速させることになる。六九年六月以降、

沖純の施政権返還に向けての日米交渉

が進められており、ベトナム後の米凧

再編計画とリンクして返還後の沖繩の

米軍基地を位置づけられることになる。
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日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

1969年の米軍兵力削減
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日米同盟の原型（がく・まさあき）

なっていた皿。同計画の中での基地移設

の場合、その費用は日本政府負担とし

て日米間で合意されていた'2.

実際には、日本政府が米軍基地移設

費用を予算に組み込むのに時間を必要

するので、移設実施が遅れる事例が

多々ある。たとえば、地元の開発に障

害となっていた米軍の山手住宅、横浜

海浜住宅（いずれも横浜市内）の返還

は、移設先の施設建設後なるため、七

年後の七六年に予定されていた。七○

年中の返還は、全部または部分返還そ

して自衛隊移管の五件にとどまり、移

設条件付の返還合意は先送りとなった。

１３

日米安保条約は、米軍基地を日本に

維持したいとする米国政府と日本防衛

のために米軍駐留を必要だとする日本

政府の両者から成り立つ。日本が侵略

を受ける可能が減るにしたがって、外

国軍隊である米軍は日本のナショナリ

ズムあるいは国民的プライドから可能

な限り取り除かれるべき存在へと変わ

ることになる。そして、日本国内から

米軍の基地返還要求、兵力削減要求と

して高まっていく。

米国は、こうした返還、削減という

日本国内の要求を満たしつつ同時に基

地を維持する方法を見つけ出さねばな

らない。米軍駐留を認める日本政府は、

米国の努力に協力をする。そこで生ま

れた対処方法が、代替施設建設の条件

を付けた返j醤であった。

整理縮小を求める県民世論にも関わ

らず、沖縄で基地返還が進まない理由

のひとつは、日米両政府の合意が条件

付返還となっているからだ。那覇軍港、

普天間基地などが典型例である。

もうひとつの対処方法は、返還して

も緊急事態のときには再使用できるよ

うにするために民間への返還でなく、

自衛隊へ移管する形での米軍基地返還

である。これらは、米軍が必要とする

とき「再使用」あるいは「再持ち込み」

する権と呼ばれる。

兵力削減計画

国防予算削減を受けての六九年の日

本本土における軍部隊の撤退検討は、

陸軍、海軍、空軍それぞれ別個に行わ

れていた。

米太平洋艦隊の再配腫計画案によれ

ば、佐世保米海軍基地所属の掃海艇

（MCS）九隻を日本から米本士あるいは

グアムヘ撤退させ、西太平洋の対機雷

作戦能力を前方配備する必要から横須

賀基地所属の対機雷支援艦艇（MSC）九

隻を維持するとした。それに対し、ワ

シントンの海軍作戦部は、予算削減の

見地から掃海艇撤退を承認したが、対

機雷支援艦艇の横須賀残留を拒否した。

この撤退か維持かをめぐる論争は、米

太平洋軍と統合参謀本部を巻き込んで、

結局、六九年中の決着は持ち越された13。

また、の板付米空軍基地（福岡県）

所属部隊移駐に伴う岩国米海兵隊航空

基地（山口県）の共同使用可能性１こつ

日本政府の負担

六八年十二月に日米両政府間で了解

された在日米軍基地の再編・統合計画

は、六九年中には二十五件の返還合意

に達した（全面返還が一八件、一部返

還が六件、米軍の一時使用が一件)。面

翻では返還全体の九五％に達する十ケ

所の演習場を自衛隊が引き継ぐことに

朝日年鑑、１９７０年、249ページ。

CINCEAC1969,ｐ６３

ＣＩＮＣＰＡＣ１９６９,pp63-64．

１
２
３

１
１
１

－２９－



日米同盟の原型（がく・まさあき）

いて、米太平洋艦隊が検討したが、「作

戦上および経済上、困難」との結果が

出された。この統合計画の背景には、

板付基地の第十五戦闘偵察飛行中隊所

属のＲＦ－４ファントム戦闘機が六八年

六月二日に九州大学構内に墜落して地

元で高まる板付基地の返還要求への対

応を模索する必要があった。

こうした背景には、海軍内で横須賀

基地と厚木海軍航空基地の事実上の閉

鎖を行う一方で、佐世保に第七艦隊支

援能力を集中させ、対潜哨戒機を岩国

基地と那覇空軍基地に配備することで、

三千名の兵員と三百名の軍属の削減、

七千名の基地従業員の解雇による経費

節約が意図されていた'4．

在日米軍は、七○年六月上旬、日本

政府から大阪万国博覧会の開催中に増

大が予想される外国人観光客に羽田空

港では十分でないため、厚木基地への

民間航空機の乗り入れを要請された。

それに対し、軍事作戦、安全性を理由

に拒絶しようとしたが、東京の米大使

館のアドバイスがあり、時期を限定し１

日六便までの条件にして民間機との共

同使用が認められた。在日米軍は、海

上自衛隊との共同使用ならば認める用

意をしていた。ここに、米軍内で事実

上の閉鎖を計画していても、基地返還

に留保条件をつけたかがる米軍の態度

が伺える。

海兵隊では、六九年七月十一日に第

三海兵師団第九海兵連隊の一部がベト

ナムから沖縄へ撤退してきたのを皮切

りに、岩国基地に司令部を置く第一海

兵航空団（ヘリコプターは普天間基地

へ）が戻り、ベトナム戦争前の在沖米

軍の規模へ戻すとされた。

米空軍では、横田米空軍基地のＦ－４

ファントム戦闘航空団を嘉手納へ、嘉

手納へ予定されていたF-lO5戦闘機中

隊を米本士に回し、三沢米空軍基地の

F-4フアントム戦闘航空団を韓国へ移

し､那覇基地の戦術空輸航空団(C-130）

と戦闘迎撃中隊（F-102）を解散する計

画が立てられていた。

米陸軍では、七三会計年度までに日

本における陸軍兵姑活動を停止し、小

人数の司令部と保安要員を残す規模ま

でに削減する計画であった。

こうした削減計画について、マイヤ

ー駐日米大使は、各軍がバラバラでは

なく調整された秩序ある削減が実施さ

れるべきだとして、ワシントンに対し

て現行あるいは将来の緊急事態にも対

応すぺくひとつのパッケージとして在

日米軍基地の効率的、経済的開発を求

めた。同時に、マイヤーは、「アジアの

平和の要」となる日米安保を重視する

立場から基地削減についての日本政府

との協議の必要性を訴えた。日本の保

守勢力の間で「一方的」な米軍削減は

日本軽視だとの声が出たことで、日米

の安全保障関係への悪影響を及ぼすこ

とを恐れた。．

非核三原則と事前機謎

「再使用」「再持ち込み」（re-entry）

という言葉は、米軍の削減あるいは撤

退において使われてきた。一九六九年

十一月十九日、沖縄の施政権返還を決

めた佐藤栄作首相とリチャード・ニク

ソン大統領の間で交わされたという核

密約の中で使われるのも「再持ち込み」

である。

当時、日本本土、沖縄での世論はもと

より佐藤政権は沖縄に貯蔵されていた

核兵器の撤去を求めていた。一方で、l4CINCHLC1970,ｐ７８．
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日米同盟の原型（がく・主さあき）

米軍は東アジアおける抑止能力の低下

を理由に核の沖縄配備の継続と基地の

自由使用権の確保が不可欠だとしてい

た。

相容れないこれらの要求の間で出来

上がったのが、佐藤・ニクソン共同コ

ミュニケ第八項において「核兵器に対

する日本国民の特殊な感情及びこれを

背景とする日本政府の政策」に対し、

以下のことが記された。（－)米政府は、

「深い理解」をする。（二)事前協議制度

の米国の立場を害しないこと。（三）日

本政府の政策に「背馳」しないように

返還を実施すること。

ここでいう「日本政府の政策」とは、

核兵器を「持たず｣、「作らず｣、「持ち

込ませず」という非核三原則である。

もし返還後の沖縄に核兵器が残されれ

ば、「持ち込ませず」の原則に反するこ

とになる。

この共同声明第八項の抜け道として

密約が作成されたといわれている。核

密約作成に関わった若泉敬の著作によ

ると、同密約の内容は次のとおりであ

る。

密約文書のタイトルは｢佐藤･ニクソ

ン共同声明に関する合意議事録｣．米政

府は、沖縄が返還されるまでに沖綱か

らすべての核兵器を撤去する。それ以

後の沖縄には、日米安保条約や関連取

り決めが適用される。ここまでは、共

同声明の同じ内容だ。

同密約によれば､日本や他の極東地域

の国々の防衛のため米国の負う義務遂

行のため、「極めて重大な緊急事態が生

じたとき」に、米政府は日本政府と事

前協議を行った上で核兵器を「再び持

ち込む」こと、通過する権利が認めら

れることを必要とする、という。具体

的に、嘉手納、那覇、辺野古とナイキ．

ハーキュリーズ基地をいつでも使用で

きる状態に維持し、緊急事態に活用と

する、とされている。

こうした米政府の必要に対し､核兵器

の「再持ち込み」が事前協議の対象と

されるとき、日本政府は「遅滞なく必

要を満たす」と約束したのだとされる。

だとすると､現在でも嘉手納や辺野古

の米軍弾薬庫（那覇の弾薬庫とナイキ

基地は自衛隊に移管）には核兵器を貯

蔵できる施設が維持されていることに

なる。

米軍の関心事が弾薬庫の維持である

ことを伺わせる記述がある。日米両政

府が返還に合意した一九六九年の米太

平洋軍の年次報告は、沖縄に関し五頁

を割いて記述している。その項目タイ

トルは、「日本への琉球の返還一武器貯

蔵と兵員規模の制限」だ。まず、米軍

の強い反対にもかかわらず施政権返還

合意に至ったこと、返還に際しての具

体的取り決めに関する交渉が残されて

いると記している。また、自衛隊の沖

縄防衛により在沖米軍の存在目的であ

る北東アジアの安全に寄与することに

なり得るという米軍の期待が読み取れ

る。そこで、期待に沿う役割を自衛隊

に要求する任務が日米軍司令部へ与え

られた。それ以後の記述（二頁にわた

り）は、黒く塗りつぶされ非公開とな

っている。武器貯蔵がどうなったのか

明らかではない。今での秘密にする必

要があるのだろう。

一方で､この日米密約の存在そのもの

を疑問視する見方がある.

第一は､日本自身の脅威認識の変化で

ある。日本周辺の緊急事態について、

日本政府は共同声明第四項において、

韓国を安全は日本にとり「緊要」であ

り、台湾の平和は「重要」だと公言し
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日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

に当たらないとの合意がなされている。

「持ち込み」とは、配備あるいは貯蔵

のみに限定している。したがって、こ

の秘密合意の下では、緊急事態でなく

とも核搭載の米艦船、米航空機が在日

米軍基地に立ち寄ることは、事前協議

制となんらの関わりを持たない。

沖縄返還の際の核密約だけでなく、ベ

トナムから米軍撤退に伴って六九年か

ら七○年にかけて米軍による基地の

「再使用」あるいは兵器「再持ち込み」

権の確保が米軍内部で検討された。沖

縄、日本本土だけなく、米軍基地のあ

った東アジア諸国で共通していた。

ている。また、共同声明発表直後のプ

レスクラプでの演説の中で、佐藤首相

自身が韓国と台湾の平和と安定を日本

の安全にとり「重大｣、「重要」だと明

言している。これらの公に繰り返され

日本の脅威認織は、米軍の極東地域の

国々の防衛義務遂行に際して、日本と

して全面的協力することを意味する。

だから、日本政府は、事前協議におい

て日本の安全にとき重大な事態であれ

ば、核の持ち込みを当然の認めるとい

うのだ。

このことは､単に核兵器の持ち込みを

認める以上の意味をもつ。日本の安全

保障の基本を日本の国土を守ることだ

けでなく、周辺地域の安全への日本の

関与を拡大することであった。米国の

アジアへの関与の枠内で、地域的役割

を日本は果たす用意があるという表明

であり、日本の安全保障政策にとって

重大な変更であった。

第二は､上記で説明した共同声明第八

項でいう。(二)事前協議制度の米国の立

場を害しないことと関連する。最近の

研究によれば、事前協議の運用に関す

る日米密約が存在し、米軍に与えられ

ている権利のことである。

これまで知られている事前協議制と

は、日本に米軍を配備するとき、核弾

頭つきのミサイルの持ち込み及び配備

するとき、そして日本防衛以外の目的

で在日米軍基地からの直接戦闘行動へ

向かうとき、米政府は日本政府に事前

に協議を行うことをいう

この事前協議制に日米が合意した一

九五九年六月十九日に、秘密裏に事前

協議の実施に際しての討論記録を作成

している。その中で、海軍艦艇や航空

機が核兵器を搭載して日本の港湾や飛

行場に入っても、核兵器の「持ち込み」

（４）基地再編計画

日本における米軍基地は、米国以外

に誰が欲しているのか。米軍プレゼン

スにより日本が守れられていると考え

る日本の保守政治家たちである。米軍

が削減しようとしても、これら保守政

治家たちは反対する。理由は米軍が日

本を見捨てるのではないかと。この｢見

捨てられる」恐怖は、米国につくかそ

れともテロリストにつくのかと詰問す

る９．１１以後のプッシュ・ドクトリ

ンの前で、一層強まっている。

一九七○年前後の国防予算の大幅な

削減にもとで、ベトナム撤退後のアジ

ア太平洋地域の米軍基地再編・統合計

画作りは、基本的に陸軍、海軍、空軍

がそれぞれの都合によって進められて

いた。マイヤー'5駐日米大使は、一九七

○年八月、各軍が進める米軍基地の削

減や再編を米軍基地受入国との事前の

外交的接触を欠き、「乱雑」で「大なた

ｌ５ＵＳ､AmbasBadorArminH・Meyer
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振い」方式だと批判し、秩序ある調整

のとれた統合的計画の必要性を訴えた。

米太平洋軍では、財政的効率性と軍事

能力の向上の視点から、統合的アプロ

ーチが米国の利益にかなうと指摘した。

そこで、米太平洋軍は統合参謀本部に

対し、七一年八月、米軍受け入れ国へ

の影響を及ぼす兵力、基地、兵姑の変

更について、各軍を束ねている米太平

洋軍司令部や在日米軍司令部のような

統合司令部の意見を聴取して、調整さ

れた削減・再編計画を準備するよう具

申した。

米軍基地再編・統合についてのＨ米

両政府間の協議は、七○年五月十九日

に開催された第十一回日米安保協議委

員会（Scc）で行われた。米側からマイ

ヤー大使、米太平洋軍総司令官のマッ

ケイン16提督、日本側から愛知撲一外相、

中曽根康弘防衛庁長官が出席した。そ

こでは、日米安保の延長を決めた日本

の国内政治と基地の米軍と自衛隊によ

る共同使用方式による米軍基地削減に

ついて話し合われた。米側が主張して

きた共同使用方式を日本側が基本的に

受け入れ、共同使用基地にも地位協定

の適用を承認した。日米双方が共通に

理解した共同使用方式の利点は、米凧

基地削減を求める政治要求に応え、同

時に米軍が必要しなくなった施設の自

衛隊への移管を容易にできることだっ

た。そして、米軍は共同使用の基地に

おける米軍の自由な使用を不可欠であ

るとの理解を日本側に求め、そして、

他の自衛隊基地への共同使用方式の適

用を求めた。また日本側に対し、基地

周辺の地元自治体との関係や法的な問

題について日本政府が担当するよう要

望した。米側は、共同使用方式には米

軍の再使用権、特に緊急事態の使用が

留保されるよう要望した。詳細な詰め

は、局長級の日米合同委員会あるいは

次官級の安保協議委員会小委員会

（SSC）で行うとした17。また、沖縄返

還に伴う沖縄の防衛責任の自衛隊移管

について、米側は返還後可能な限り早

急に防空責任の移管を要望した。この

SCCについて国務省へ報告する東京大

使館の電報は、「これまでにはない興味

深い会合」’8だったと評価している。

第十二回日米安保協議委員会（SCC）

が、同年十二月二十一日に開催され、

そこで、日米間で初めて、ベトナムを

含むアジアからの米軍プレゼンスの削

減を明らかにしたニクソン．ドクトリ

ン（六九年七月）についての公式的な

合意に達した。米国側は、在日米軍の

削減を行うが、自動延長された日米安

保条約にもとづく＝ミットメントはこ

れまで通り維持すると繰り返し強調し、

日本側は限定された武力侵攻に対抗で

きるよう軍事力を増強すると約束した。

米軍削減後の日米の軍事関係の強化の

ため、自衛隊は緊急事態に対応できる

よう共同使用基地を維持すると述べた。

他方で、米軍に対し、命令系統と通信

機能の維持、第七艦隊を含む米軍部隊

の支援のための兵力維持、戦時及び平

和時における戦略的、戦術的情報につ

いての日米問の密接な交換、三沢基地

l7State74560(Ｍａｙｌ５１９７０);DEF1
Japan-USl/1ﾉ70;CentralForeign
PolicyFile,Boxl752;ＲＧ５９,State

Department;NationalAmhive8.‐

l8Tbkyo3685qVIay21197o;DEF1
Japan-US,１/1/７０；CentralForeign
PoucyFile,Boxl752;ＲＧ５９,State
Department;NationalAｪChivcs.‐

l6AdmiralJOhnAMcCain,Ｊ､，
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

のような日米共同使用基地運用のため

の訓練、そして米軍再配備を含む日米

合同演習の実施を要求した。

米軍削減を含む基地再編計画は、日

本政府との協議を踏まえて公表された。

米軍が日本から撤退して日本防衛へ関

与しなくなるのではないかと疑念を抱

く日本の保守層を刺激しないように配

慮された。

次のような削減計画が発表された。

（１）三沢基地は、これまで同様に共同

使用とするが、航空自衛隊の使用を拡

大し､米空軍のＦ－４戦闘航空団を撤去

し、その一個飛行中隊を米本国、残り

を韓国へ移す。(2)横田基地では、七一

年六月までに第三四七戦術戦闘航空団

のＦ－４戦闘機（司令部と二個飛行中

隊）を沖縄の嘉手納基地へ、偵察機部

隊はハワイへ移す。(3)板付基地は、七

一年六月末までに日本政府へ移管し民

間飛行場とするが、共同使用として米

軍機支援のための施設を－部残す。米

軍住宅の移転費は日本政府負担とされ

た。(4)厚木基地は、七一年六月末まで

に日米共同使用とし、一部の施設維持

要員の除き米軍は撤退する。（５）横須

賀基地では、自衛隊使用区域が拡大し、

一部の司令部要員は残るが、第七艦隊

旗艦、兵姑支援部隊は佐世保へ移る。

艦船修理部（SRF）日本へ移管するとさ

れた。他に、首都圏周辺の通信基地の

統合、キャンプ王子や水戸射爆場の返

還が決まった。

しかし、在日米軍削減計画は佐世保

への米駆逐艦六隻の母港計画が、七一

年一月に米海軍から国務省へ伝えられ、

配備に伴う宿舎及び家族住宅の建設が

必要となったのである。米軍は、前年

十二月の佐世保への統合計画を変更し、

横須賀基地の維持へと向かうことにな

る。他方、海上自衛隊にとって米軍が

大幅に削減された横須賀基地を使いき

れないとの日本側の事情が後押しして

いた。米駆逐艦の横須賀母港化は航空

母艦の配備可能性も合わせて検討され

た'9・

米国側は、前年十二月に発表した在

日米軍削減という基本方針を変更する

ために、日本0111からの要望という形で

対応することにしたのである。いわば、

日本の保守層に広がっていた米軍撤退

不安を利用することで、横須賀基地の

保持しようとしたのである。

こうした日本本土での削減計画の実

施にあわせて、沖縄の米軍基地の返還

の再編が決まることになった。

返還協定のからくり

一九七一年六月十七日、沖縄返還協

定が調印され、一九七二年五月十五日

に沖縄の施政権が返還されることにな

った。その協定七項には、核兵器の撤

去と基地従業員の給与格差を埋め社会

保障のための費用として、日本政府が

三億二千万ドルを米政府へ現金で支払

うとされた。実際には、日米間の密約

があり、日本政府のより多くの負担が

約束されていたのだ。

日本政府によれば、その内訳の第一

は、電力、水道、道路など米統治下で

整備された民間用のインフラ施設の民

政用資産を買い取りとして一億七千五

百万ドル。第二は、沖縄の基地従業員

の給与を本土の米軍基地で働く日本人

基地従業員並みに引き上げるための費

用、そして本土で実施されていた社会

保障費の負担費用として、七千五百万

ｌ９Ｔｂｋｙｏ９２５(Fbbruaryll971);DEF
15Japan-US；
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ドル。最後に、沖縄に貯蔵されていた

核兵器の撤去するための費用として七

千万ドルであった。

しかし、この説明は表向きであって、

実際に支払いは異なっていた。現在ま

でに明らかになっている米政府の公文

書資料によれば、民政用資産に一億七

千五百万ドル（説明通り)、基地従業員

関連費に六千二百万ドル、核撤去費用

五百万ドル、使途を明らかにしない五

千八百万ドルなどのほかに請求補償費、

VOAの移転費などであった｡それ以外に、

現金ではなく物品・役務で支払う基地

改善費の六千五百万ドルと労務管理費

一千万ドルが別途存在していた。合計

で三億九千五百万ドルを、返還調印と

同時に日本政府が支払うことを約束し

ていた。

これを受け取る米側では、使途を次

のように分配した。まず、米国の税金

でつくった民政用資産売却益の一億七

千五百万ドルは米政府へもどす．つぎ

に、二億ドルは返還にともなう基地移

転費及び基地の改善費にあてる。残っ

た二千万ドルの内、一千六百万ドルを

VOA移転費､四百万ドルを請求補償費に

した。ちなみに、この四百万ドルは、

本来だと米政府が支払うべき補償費で

あったが、実際は日本政府が米政府へ

渡し、米政府から沖縄の人へ支払われ

る秘密のカラクリのお金だった。

日本が支払った額の大半を占める二

億ドルを米軍は、返還後五年にわたり、

基地移転費と基地改善費に使うことに

した。ここでいう基地には、沖縄だけ

でなく本土の米軍基地も含むとされた。

この二億ドルと民政用資産の一億七千

五百万ドルについては、六九年十一月

十二日に日米間で秘密合意に達してい

た。それは、返還を決めた佐藤．ニク

ソン共同声明（同年十一月二十一日）

よりも先であった。つまり、お金が決

まった後に沖純返還が決められたので

ある。

米側に確保された二億をどう使うの

かについては、米軍内部で検討が進め

られていた。

問題として最初に浮上したのは、返

還向けての日本政府の対応に起因する

次の二点であった。沖縄へ移駐する自

衛隊のために提供する米軍施設の代替

施設建設が遅れていることだった。も

うひとつは､七二年五月以降に返還(七

三年１月に－部、７４年の残りの全部

の返還合意）が検討されていた牧港住

宅地区（現在、開発が進む那覇市天久

の新都心）の代替住宅建設に二億から

支出されるのではないかとの不安であ

る。この背景には、米軍の日本政府不

信があった。日本政府の基地提供負担

をめぐる日米交渉において、こうした

自衛隊の沖抑配備や代替施設建設の困

難さを理由にして、有利な形で運ぼう

とする日本政府の交渉戦術だと警戒し

ていた。

実際に、基本的に合意していても、

内部事情を理由にして条件を有利にす

る交渉戦術は、力関係が釣り合わない

ような日米の間や日本政府と沖縄県と

の間でしばしば登場する。強い交渉相

手から譲歩を引き出すとき、こちら側

の内部にいる反対勢力の強さを誇張す

る。たとえば、沖縄県の知事は日本政

府に振興費増額を要求するとき、県内

の反基地j運動の強さを強調して、政府

の政策を支持する自分への支援が重要

だと力説する。日本政府が基地の整理

を米政府へ要求するときも、沖縄から

の削減要求の強さを強調して、米側か

らの譲歩を引き出すのである。交渉上
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Iま、沖縄防衛を任務とする自衛隊の移

駐にともなうことと、沖縄と日本にけ

る米軍全体の再編と連動していた。い

ずれの費用も、秘密裏に日米間で合意

した日本政府負担の二億ドル（物品及

び役務を含む）から、返還後五年間に

わたり支出されることとなっていた。

米太平洋軍が検討した結果の施設の

建設・改装にかかる費用の試算額が、

一九七○年十二月六日、統合参謀本部

へ送られた。それによると、武器の再

配備に二百八十万ﾄﾞ`、自衛隊移駐第一

陣にともなう代替施設建設に二百十九

万ﾄﾞ鰐、自衛隊第二陣以降にともなう代

替施設建設に一千万'九，第一七三空挺

旅団支援として一千三十万ﾄﾞｰそして

追加的経費として五千五百三十万魁で

あった。武器の再配備とは、核兵器の

撤去費用だと考えられる。第１７３空挺

旅団とは、１９６５年にベトナムへ派遣さ

れるまで沖縄にいた唯一（朝鮮半島を

除くとアジア唯一でもあった）の陸軍

戦闘部隊であった。これらを合計する

と、八千五十九万'九であった。これが

沖縄返還に直接に関わる費用だとすれ

ば、日本が負担する二億ドルの四○％

を占めるに過ぎなかったといえるだろ

う。それ以外に、返還に伴い那覇の市

街地にあった那覇軍港と天久にあった

米軍住宅（米軍は牧港住宅地区と呼ぶ）

の牧港補給基地への移設計画が検討さ

れていた。

ほとんどの米軍は返還後も変わるこ

となく居残ることとなった。那覇空軍

基地は返還に伴い、その管理を日本側

（自衛隊と運輸省）へ移管することに

なっていた。その理由は、沖縄防空責

任を負っていた米空軍の迎撃飛行部隊

が那覇基地にいたが、防空任務が自衛

隊に移るため施設も自衛隊へ移される

の弱者にとって、内部の反対勢力の存

在を強調するのは常套手段だ。

米太平洋軍は、こうした交渉戦術に

陥る危険性を喚起しようと次のように

指摘する。東アジアにおける米国の同

盟国への防衛関与を行うために「米軍

の基本的な軍事能力を維持することが、

日本側に受け入れやすい取り決めへ、

また日米関係を損なうような問題を回

避する雰囲気を維持することに代わり、

第二義的に扱われているようだ」と批

判する。軍部らしい表現であり、批判

の対象は日米関係の維持、増進を唱え

る国務省である。

返還協定が調印される以前の七一年

三月の時点から、米太平洋軍は統合参

謀本部に対し、牧港住宅地区の返還に

伴う代替施設の建設は、先の二億ドル

の内からではなく、沖縄返還と関わり

を持たせずに代替施設条件のつきの基

地返還とすべきだと勧告していた。

自衛隊へ移管する基地については、

二億ドルから支出による米軍への代替

施設を提供ができて初めて、実際の移

管を行うべきだと主張した。

このように、返還協定の日米交渉に

おいては、米軍は財政的な負担を一切

負わないだけでなく、基地返還を日本

政府負担による代替施設の条件を要求

していた。返還協定調印から七二年五

月十五日までに本来に地主へ返還され

たのは、建物などの施設がほとんどな

い本部補助飛行場、奥訓練場、川田訓

練場、前島訓練場などで、当時の米軍

基地の１５％になった。これらは、代

替施設条件が付けられないものばかり

であった。

米軍再田圃計画

沖縄返還と関連する米軍再配置計画
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ことになったからだ。那覇基地には家

族住宅の他に、当時、米海軍の対潜哨

戒機Ｐ－３が配備されており、ローテン

ションで海兵隊攻撃スカイホークも配

備されていた。問題は、これらの移設

先であった。

一九七○年六月、米海兵隊を統括し

ていた米太平洋艦隊司令部は、沖縄に

一個海兵航空群（航空機五十二機、兵

員一千九○○名）の沖縄配備の可能性

を探る同司令部と米太平洋空軍司令部

による合同検討を提案した。主として

ヘリコプター（KCl3O空中給油機も含

む）で構成される第三六海兵航空群が、

一九六九年十一月、ベトナムから普天

間基地に戻っていた。提案に対し、同

空軍は八月に回答を寄せ、嘉手納と那

覇には余剰施設はないが、那覇から嘉

手納へ移設される部隊が使用した施設

なら提供できるとして、海兵航空群の

沖縄移駐を事実上、拒否した。艦隊司

令部は、那鰯移駐の不利を主張して、

嘉手納基地の米空軍部隊を－部撤去し

て、そこに海兵航空群の移駐先を求め

た。こうした海軍と空軍の対立を、米

太平洋軍司令部は空軍の嘉手納保有を

支持、海兵航空群移駐を棚上げにする

ことにした。その結果、地上部隊と航

空兵力との統合的一体運用の効率を上

げようとして航空群の沖縄移駐は実現

しないまま、現在のような固定翼機は

山口・岩国米海兵隊基地に、ヘリコプ

ター機は普天間基地への配備となった。

六九年八月、ベトナム撤退後に沖縄

へ配備する兵力規模について検討され、

一九六四年六月三○日時点の上限とす

るとされた。一九六四年当時、陸軍＝

一万三一九一名、海軍＝三千五二名、

海兵隊＝一万六七九八名、空軍＝一万

二二七三名、合計＝四万五七七四名で

あった。それに対し､一九六九年には、

陸軍＝一万五一八七名、海軍＝二千五

五名、海兵隊＝七千六一○名、空軍＝

一万八一二七名、合計＝四万二九七九

名であった。上限に従えば、空軍が削

減されると見込まれていたのだろう。

実際には、沖縄返還後に陸軍の大幅な

削減が実施されて、その施設へ米海兵

隊が移ってくることになる。一九七二

年四月に米太平洋陸軍司令部は在琉球

米陸軍に対し、海軍と海兵隊の調整を

図りつつ沖縄における米軍基地の返還、

移転、共同使用、各軍の間での交換な

どの再編・統合計画を作成するよう求

めた。一九七一年十二月には、在日米

軍司令部のもとで各軍にまたがってす

すめられる日本本土での米軍基地基本

施設研究（JapanMasterFacilities

Study）において、返還後の沖縄におけ

る米軍基地の基本栂造の検討の必要性

が指摘されていた。在琉球米陸軍が作

成した計画は「沖縄施設再調整パッケ

ージ」と呼ばれ、各軍の共同使用、住

宅、事務所、倉庫施設の統合、交換を

促進するものであった。同パッケージ

には七三年度に十八施設、七四年度か

ら七六年度にかけて二十二施設の部分

あるいは全面返還のリストが含まれて

いた。その結果、宜野湾から北中城、

北谷、沖縄市などに広がるキャンプ桑

江、キャンプ瑞慶寛（キャンプ・フォ

スター)、キャンプ・バトラーや浦添の

キャンプ・キンザーーなど陸軍から海

兵隊へと管理が移される。

五月十五日に実現する施政権返還の

象徴として日米両政府で位置づけた那

覇基地の日本への移管のために、日本

政府は、那覇基地の米軍飛行部隊の移

設経費として二千五百万ﾄﾞﾙを予算計上

した。しかし、復帰前の米軍基地代替
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施設建設への予算執行が困難となった

ため、結局、返還の目玉は翌年七月ま

で持ち越された。

その間、日米間で問題となったのは

那覇基地のあったＰ－３対潜哨戒機の移

設先であった。当初、普天間基地が第

一候補とされ、普天間所属のＫＣ一三○

空中給油機を岩国基地へ、岩国基地の

哨戒機部隊を三沢基地へとそれぞれ玉

突き移駐を行うとされていた。Ｐ－３の

移転先として、七一年一月七日のサン

クレメンテでの日米首脳会談で福田越

夫外相が岩国や三沢を避けて、政治的

反響の小さい沖縄内を要請していたの

だ２０。その結果、一九七三年一月十日ま

でに日米間で合意が出来上がり、P-3機

の駐機場が嘉手納基地内の嘉手納町側

寄り建設され、現在でも海軍駐機場と

して使われている。そして、那覇基地

にいた海兵攻撃飛行部隊のジェット機

の移駐先となった普天間基地の滑走路

延長が行われた。岩国での施設改善費

を加えて、さらに日本負担を約束した

二億ドルの枠外として嘉手納、牧港、

三沢での住宅建設が進められた。

2oMcmoTHndumfbrthePresidents

FH1ｅｍｍＪ・WickeLJanuary7,1972,

sub:MeetmgwithEi8akuSato，
JapanesePrimeMini8tenonFridayi
January7,ｌ９７２ａｔｌｌ:00ａ．ｍ．in
US-JapanRelationBandtheNixon
ShockB,NationalSecmEityAmhiveB，
Washington,ＤＣ、楠田実日記､８２４ペ
ージ。
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第２章

自衛隊配備

言外にせよ明示的にせよ、もし経済・

財政問題についての合意が日米間で出

来上がらない場合には、佐藤・ニクソ

ン首脳会談の延期を検討するよう求め

るべきだと記している。そして、同作

業グループとしては、「これが潜在的な

戦略オプションとして残しておくべき

だ」と感じていた。

施政権返還の沖縄にやってきた自衛

隊の役割は何だったのか。返還後の沖

縄防衛とは具体的に何を守ることを想

定していたのか。それは、今、有事法

制で想定する日本有事を語る上で、示

唆に富む。

沖縄返還に向けての米政府内の本格

的な検討は、一九六九年六月になって

から、東京の米大使館、沖縄の高等弁

務官、そしてワシントンでの間で繰り

広げられた。沖縄問題が外交、国防、

財務などの分野にわたるため、ワシン

トンでは、国務省、国防省、統合参謀

本部(JCS)、中央情報局（CIA)、国家安

全保障会議、そして財務省で構成され

る東アジア・太平洋省庁間グループの

もとで六月十二日、三つの作業グルー

プが設置された。そのひとつが、米軍

の軍事的機能を損なうことなく自衛隊

に沖縄防衛責任を移管するための作業

グループであった。

その防衛引継ぎ作業グループの検討

は、六九年十月十日までに「日本によ

る返還後沖縄の防衛責任」と題する報

告（五頁）にまとめられた。それを受

けて、十一月二十九日までに東京の米

大使館内に設極された軍事代表沖縄交

渉チームが「沖縄における将来の日米

防衛･安全保障責任」と題する報告（十

三頁）を作成した。

この二つの大きな違いは、沖縄返還

に合意した佐藤･ニクソン共同声明(六

九年十一月二十一日）より以前に前者、

それ以後に後者がそれぞれ作成されて

いる点である。共同声明以前の報告に

は、次のようなコメントが付されてい

た。「大統領宛となるメモの草案には、

財政負担

つまり、返還に伴って生じる基地移

転の費用を日本政府が負担しないのな

らば、返還交渉をいったん延期するか、

中止すべきだと提案していたのである。

しかし、実際には、東京で十一月十二

日に福田蔵相とジューリソク財務長官

特別補佐官の間で口頭による合意がな

され、また、十二月二日にワシントン

でジューリックと柏大蔵財務官のイニ

シャル署名の入った書面としての覚書

が作成されていた。その覚書により、

日本が移転補償費総額三億七千五百万

ドルを米国へ支払うことになる。

共同声明前に作成された「返還後の

防衛責任」は、施政権返還に伴い日本

の主権下に入る沖縄の防衛責任を本土

と同様に日本が負うことになる、と指

摘する。米国の利益は、沖縄防衛の自

衛隊への肩代りは、単に軍事的な貢献

となるだけでなく、日本の世論が日本

防衛に重要だと考える地域まで日本の

軍事活動の範囲が拡大されるよう、自

衛隊の近代化と適当な増強を促進する

ことだと述べる。そして、自衛隊の軍

事活動範囲の拡大は、日本の地域防衛

への関わりを考える機会となると強調

する。

だが米国は、沖縄が攻撃を受ける可

能性は小さいと見ていた。先の二つの

文書よれば、沖縄への脅威は小さく、
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チ榴弾砲やオネスト・ジョン有翼ミサ

イルで援護砲撃を加え、応援に本土か

韓国から歩兵大隊を移す予定をしてい

た。海軍は基地防衛と地域防衛にあた

るとされた。空軍は防空任務に当たる

としていた。沖縄の人々は軍事作職に

役立たないので、本島北部へ避難して

もらうことなっていた。軍隊だから基

地のある地域の防衛について準備する

のは当然だろう。だが、作成した米飯

はこの作戦が実施されると考えただろ

うか疑問だ。

沖縄の米軍は、北東アジアと西太平

洋の安全を維持し、攻撃と防御の二つ

の目的をもっている、と「将来の日米

防衛・安全保障責任」は言う。

三○年前には、沖縄への脅威がない

ため沖縄防衛のための米軍も少なかっ

た。沖縄防衛のために自衛隊が沖縄に

移ってきても、米軍の目的は沖縄防衛

でなかったため、返還後の米軍はほと

んど変わらず居残った。もし有事法制

で想定する日本有事が起きた場合、自

衛隊は沖縄を守るだろうが、米軍が守

ることばない。沖縄には自衛隊の兵員

より七倍近い米軍がいる。もっとも、

今、日本有事が起きる可能性は極めて

小さい。

中国との全面戦争が起きたときに空爆

を受ける可能があるとしつつも、中国

もソ連も沖縄へ上陸作戦を敢行するだ

けの軍事能力を欠いており、そのため

いずれもそうした作戦を取る可能性は

極めて低いと、米国は考えていた。通

常兵器によりも、核戦争のときにミサ

イルや航空機による攻撃の可能性があ

ると見ていた。

この見方を現在に当てはめると、沖

縄の周辺には水陸両用作職能力をもつ

国がないため沖縄が武力攻撃にさらさ

れる危険性は乏しい、といえる。科学

技術の発達で、より遠くに、より正確

に飛ぶミサイルによる攻撃を受ける可

能性はあるかもしれない。だが、冷戦

が終わり、核戦争が起きる環境にはな

いから、ミサイル攻撃を受けることも

極めて少ないといえる。

沖縄への脅威とは

共同声明後に作成された「将来の日

米防衛・安全保障資任」によれば、一

九七二年まで沖縄防衛の任にあった米

軍は、沖縄防衛それ自体を重要な問題

だとみなしていなかった。沖縄の米軍

の中で沖縄防衛任務は小規模で、むし

ろ米軍が存在すること自体が沖縄防衛

に役立ち、万一、攻撃を受けるときに

は全米軍でもって反撃する用意だとし

ていたという。

確かに、沖縄にいる米軍の総力でも

って守る計画は存在した。沖縄駐留の

第三海兵師団は一九五七年版の沖縄防

衛作戦計画を立て、敵の沖縄上陸でも

って攻勢をかけられたときには、中城

城周辺に立て篭もって、戦術核弾頭を

敵陣へ発射するつもりであった。陸軍

は、基地外の防衛、非戦闘員の誘導、

保護、救出のほか、核弾頭装備八イン

（１）自衛隊の役割への模索

施政権返還に伴って米軍から自衛隊

へ移管される沖縄の防空資任は、一九

七三年一月一日から航空自衛隊機

（F-104J）による緊急発進（スクラン

ブル）体制へ、同年七月一日に航空警

戒管制とミサイル防衛任務の引継ぎで

もって完了した。自衛隊の沖縄配備に

は、沖縄のおける自衛隊受け入れ世論、

－４０－



日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

スＢ」（本島に四ヶ所＝読谷村瀬名波、

勝連村平敷屋、金武村中川、恩納村谷

茶）は、六九年十二月に撤去された。

返還を発表した佐藤・ニクソン共同声

明（同年十一月二十一日）でいう「核

抜き」（返還に伴って沖縄に配備されて

いる核兵器は撤去すること）返還の目

玉として、米軍はメースＢの撤去を宣

伝した。実際は、旧式化していたため

共同声明以前から決定していた撤去を、

佐藤への「お土産」に利用したのであ

った。

ミサイル以外に、空の守りは、米空

軍の第五一迎撃戦闘機航空団(F-102か

ら、六五年一月にF-4Cフアントムヘ変

更）が西は中国・上海付近から台湾・

西岸、北は奄美諸島に及ぶ空域の航空

警戒管制を行い、同時、緊急発進や迎

撃体制を取っていた。

このように米軍基地を守るために

｢すき間のない防空態勢｣をひいていた

のである。

防空賀任とは、これらの防空用ミサ

イル、迎撃戦闘機、航空警戒管制をひ

け受けることだった。それ以外にも、

防衛責任の移管は、治安維持のための

陸上自衛隊、海上警備のための海上自

衛隊の配備を伴っていた。

日米間の配備目的のずれ、施政権の範

囲外への自衛隊派遣に伴う憲法問題な

どが、相互に影響を与えながら決まっ

ていった。

米国が自衛隊に求めた役割は、防空

であった。つまり沖縄の米軍基地を空

から守ることである。返還前の沖縄に

は、米本士の基地防衛に相当する防衛

ミサイルが配備されていた。というの

は、基地防衛のために沖縄に配備され

た核・非核両用の高高度用迎撃ミサイ

ルのナイキ・ハーキュリーズは、一九

五九年に配備された。この配備は、米

本士の米軍基地の配備と同時期であり、

海外基地では例外的であったから、沖

縄基地の防衛に関心を払っていたこと

を示す。一九六一年八月になると、低

高度用迎撃ミサイルのホークが配備さ

れた。

張り巡らされた基地防衛網

ナイキ・ハーキュリーズ基地は沖縄

本島内に八ヶ所（残波岬、恩納一自衛

隊へ移管、石川、勝連、普天間、知念

一自衛隊へ移管、与座岳、那綱一自衛

隊へ移管)、ホーク基地は沖綱本島と渡

嘉敷島に八ヶ所（残波岬、知花一自衛

隊へ移管、勝連一自衛隊へ移管、多野

岳、知念一自衛隊へ移管、与座岳一自

衛隊へ移管､渡嘉敷二ヶ所)であった。

六九年十月には、防空の任務にあった

米陸軍第三○砲兵旅団の改編が行われ、

ナイキ基地三ヶ所、ホーク基地四ヶ所・

に削減された。現在、これらは自衛隊

へ引き継がれている。残りの基地は、

返還までに空いたままとなっていた。

戦術核ミサイルと知られていた地対

地ミサイル「リトル・ジョン」は六八

年十二月に撤去され、また米空軍の核

弾頭装備に地対空有翼ミサイル「メー

複雑な心情

ここでは、まず、自衛隊移駐への沖

縄の世論の変化について、米政府はど

う見ていたかについて紹介する。

沖縄にいた高等弁務官がワシントン

へ送って報告（七○年六月十三日付け）

によれば、当時の返還に関わるさまざ

まな問題があるため、沖縄の人々の間

で自衛隊移駐についてはまだ主要な関

心をもたれていない。だが、沖縄職で

の日本軍の行動に対する批判が根強い
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ため、反自衛隊運動が予想されると指

摘していた。たとえば、同年三月に行

われた塵良間諸島での慰霊祭に参加し

ようとした当時の日本軍指揮官の参加

に対する沖縄の人々の強い拒否反応が

出たことを引用して、沖縄戦が沖縄の

平和運動の底流にある指摘し、反自衛

隊感情を分析している。この日本軍指

揮官は集団自決を命じたとして、多く

の沖縄の人々から糾弾されていた。

高等弁務官の報告によれば、反自衛

隊運動は注意さえすれば、なんと乗り

切れると見られていた。当時の屋良朝

苗・行政主席は、沖縄戦で娘の亡くし

たために平和主義者となり、そして、

今、「平和の島」にするための「平和的

な産業」と主張しているが、自衛隊移

駐を正面から反対せずに、消極的に何

とか容認するだろうと見られていた。

また、当時の革新勢力の代表的存在だ

った復帰協が、運動闘争方針のなかで

当初の案に記されていた自衛隊移駐反

対を広い文脈に置き換えて小さく残し

たことを指摘している。また、地元の

マスコミについては、当時の本紙の社

説(同年五月十一日付け）を例にとり、

自衛隊移駐反対を支持するだろうと見

ていた。

駐反対は少数であり、適切な取り扱い

をすれば、反対派を減らすことができ

るという。沖縄の保守層は自衛隊歓迎

であるが、米軍に比ぺ地元経済への影

響の小ささを指摘する声もあり、日本

政府は自衛隊移駐による経済効果を生

み出す努力をすべきだと、同報告は指

摘する。

このように同報告は、外国軍隊であ

る米軍への単純な反応に比べ、同じ日

本人である自衛隊に対する沖縄の複雑

な心情を読み取っている。台湾や中国

に近い島々で暮らす沖縄の人々は、海

上警備に当たる自衛隊あるいは海上保

安庁に感謝しているだろう。同時に、

有事のときに自衛隊は米軍基地のある

沖縄を守るが、沖縄の人々を守らない、

と思う人が沖縄にいるのも間違いない。

米国の方針

返還時に移駐を完了して、米軍に代

わり自衛隊が沖純防衛任務につく計画

は、日米それぞれの事情から頓挫して

いった。

ワシントンで沖縄返還に伴う沖縄防

衛移管を検討していた省庁間作業グル

ープは、一九七○年三月六日、防空、

国内治安維持、港湾防衛・沿岸警備.

近隣の海上調査、航空及び海上での救

難などの任務の自衛隊への段階的引き

継ぎの合意をめざした対日交渉の一般

指示を決定した21.この一般指示は上級

省庁間グループの承認を受け、米政府

何を守るのか自衛隊

もう一方の自衛隊移駐を認める沖繩

の人々の存在に、同報告は注目してい

る。六九年十月に行われた世論調査の

結果を引用し、自衛隊移駐の必要だと

するのが四十七％、必要としない三十

七％を上回っている。また、安全保障

関連の質問について、本土に比べ沖縄

の人は危険を感じることが少なく、安

全保障の取り決めの必要性を否定的に

見ているという。同報告は、自衛隊移

２１MemommdumfbrAmbzn餌ador
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日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

の方針となった。

この一般指示は、沖細へ移駐する自

衛隊の規模について、米軍部隊の不必

要な移転を回避しつつ、これらの任務

に必要な最小に抑えるように命じてい

た。また、段階的移駐について日本側

と合意した後に、自衛隊に提供する施

設について米側案を提示して交渉する

ように命じた。その案作成にあたって

は、自衛隊用の施設を米軍基地以外の

民間地で求めるのは極めて困難である

ことを認めつつも、米軍部隊の移転を

極力抑える努力の必要性が記されてい

た。

この一般指示は､交渉に際して、（－）

自衛隊への防衛移管の早期実施を求め

るよう命じていた。それによって米軍

による沖縄防衛にかかる費用を節約で

きるとする理由を挙げていた。（二）防

空任務を引き継ぐ際に、航空警戒管制

（AC&W）システムの近代化を進めて、

日本本土と韓国とを統合的に運用でき

るよう日本政府を促し、米軍が使って

いた防空用装備への補償を日本政府へ

求めることにした。（三）返還に伴う米

軍の移転費用を日本政府負担とするよ

うに確認することとされた。先に返還

に伴う米軍の移転及ぶ基地改善に二億

ドルを日本が負担するとした日米密約

（六九年十二月署名）は、日本では大

蔵省だけが関わり、防衛庁は知らされ

ていないので、防衛移管の交渉では言

及しないこととされた。

に移駐を開始し、三ヶ月前と返還日の

段階を経て完了する計画であった22・

日本案によれば、第一段階の六ヶ月

前に三百二十名（陸自三○､海自一○、

空自二八○)、第二段階の三ヶ月前に千

百九十三名（陸自一二○､海自一六三、

空自九一○)、そして、第三段階の返還

時に三千三百六十名（陸自一一五○、

海自七八○、空自一四三○）まで増員

される予定であった.

航空自衛隊による緊急発進（スクラ

ンブル）態勢は返還時にスタートする

予定であった。また、防空ミサイルに

ついては、陸上自衛が現存する米軍の

ホーク発射サイトを引き継いで二四基、

航空自衛隊がナイキ・ハーキュリーズ

発射サイトを引き継いで一二基（石川、

知念、那覇にそれぞれ－個中隊）で防

空任務を当たるとされたが、いずれの

移管日は未定とされた。防衛庁は、沖

縄防衛をちょうど七二年度開始予定の

第四次防衛力整備五ヶ年計画に織り込

むことにしていたため、予算、人員、

年度については不明と回答していた。

結果的に、予算的裏づけがなかったた

め、日本案は実現しないことになる。

矛盾する要求

この日本案は米政府内で検討に回さ

れた。米太平洋軍23は、自衛隊の早期移

駐に賛成しているものの、日本政府の

資金による自衛隊用施設が建設された

後に行われるべきで、移駐してくる自

衛隊のために米軍がわざわざ場所を明

返還時までに完了する案

米側の方針通り、まず、日本側が沖

縄に送る自衛隊の規模について日米間

での非公式な折衝が重ねられ、七○年

五月八日、移管に関する全体像が米側

へ伝えられた。返還予定日の六ヶ月前

型Tbkyo3315,Subject:Okinawa
NegotiationB-OkinawaDefbnBe，

JSDFDeployments(May9,1970）；
JSDFDeployment;Ｂｏｘ17.
23CinCPACl3446ZMay70(Ｍａｙ13,
1970MSDFDeployment;Ｂｏｘ17.
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日米同盟の原型（がく・まさあき）

笠原へ派遣されたことがあり、また施

設の建設、部隊の受け入れ遜備のため

の要員と戦闘部隊の要員とを区別して

取り扱えばよいと考えていた点だ。

問題の二つ目は、沖繩の人々の自衛

隊感情である。それについては高等弁

務官の評価に委ねるべきだろう。いず

れにせよ、実際には返還協定が調印さ

れ、返還の日が決まり、そして日米そ

れぞれで批准されて初めて、自衛隊配

備が行われるであろうと述べていた。

同報告で、米大使館は自衛隊の防空ミ

サイル部隊の早期配備を進めるために

は、装備の売却交渉、発射サイトの現

況、共同運用の可能性、自衛隊の要員

訓練などの点を日米間で詰めておく必

要とあると指摘していた。

以上のようなコメントを考慮して統

合参謀本部は､七○年六月一八日、（１）

キャンプ・ズケランの継続使用を日本

側に伝えること、（２）日本政府負担の

もとで那覇軍港の代替施設を牧港補給

基地に建設すること、（３）防空ミサイ

ルの売却交渉などを承認した。

米軍は自衛隊へ防衛責任を早期に移

管したいが、自衛隊のために場所を空

けないとしたため、移駐時期は遅れざ

るを得なかった.防衛移管に際して、

米軍は自分たちの都合を最大限に優先

しようとしたのである。

け渡すことをしないことを原則とすべ

きだと主張した。また、陸上自衛隊の

移駐先として米軍のキャンプ・ズケラ

ンが日本側で想定されている点につき

米側の方針を確認した。つまり、陸自

が那覇ホイール（那覇軍港の南側に位

魁する現在の陸上自衛隊那網駐屯地)、

必要ならばキャンプ・プーン（宜野湾

市内泊､７４年に全面返還）とキャンプ゛

マーシー（宜野湾市真志喜、七四年一

七六年に全面返還）をも含み、海自が

ホワイト．ピーチの一部、そして空自

が那覇空軍基地へ米空軍の迎撃航空団

の段階的撤退に合わせた移駐を行うべ

きだと指摘した。そして、防空ミサイ

ルの引継ぎについては、可能な限りに

早期に行うべきだと述べた。

返還前移駐は海外派兵か

ワシントンの国務省は、米太平洋軍

と同意見だが、返還以前における自衛

隊配備についての政治的インパクトを

東京と沖縄で検討してもらうべきだと

主張した。なぜなら、まだ日本の施政

権下にない沖縄に自衛隊を送ることは、

憲法九条の政府解釈に抵触する自衛隊

の「海外派兵」となりかねないと懸念

していたからである。

それを受けて、東京の米大使館は、

次のような報告を行った24．返還前の沖

縄への自衛隊配備には、二つの問題が

あると指摘した。－つ目は、日本国内

での憲法問題に発展する可能だという。

だが外務省との話し合いで明らかにな

ったことは、日本政府は、一九六八年

の小笠原諸島の返還に際して、返還直

前に防衛移管準備のために自衛隊が小

（２）日本防衛の一部

返還後の沖縄防衛についての日米交

渉は、日本側から宍戸基男防衛局長(一

九七一年一月に久保卓也防衛局長に代

わる）と米側からカーティス提督（沖

縄交渉チーム軍事代表）との間で、七

○年五月二十六日の第一回会合から七

割Tbkyo3721May25,1970）iJSDF
Deployment;Ｂｏｘ17.
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日米同盟の原型（がく・まさあき）

特に、宍戸は、七二年返還前に移駐

するためには、七一年度予算に施設建

設費を計上しなければならず、そのた

め七○年七月末の概算要求に組み入れ

るのに間に合うよう具体的施設のリス

トを米CUIに求めた。また、沖縄に配備

される自衛隊の最終規模については七

二年度からスタートする四次防のなか

で決まるため、計画概要が決まる七○

年秋以降に米側との協議が可能となる、

と回答した。だが、日本側が防空ミサ

イルの移管については未定だとしたた

め、米側は移管予定の装備および価格

を早期に提示することにした。

一年六月十七日の第九回会合において

行われ、防衛責任の引き受けに関する

取り決めで決着をみた。そして、同年

六月二十九日の日米安保協議委員会

（ＳＣＣ）にて承認され、いわゆる久

保・カーテイス協定として公表された。

まず第一回会合では、宍戸は沖縄防

衛を日本防衛の一部として位置づけ、

本土防衛との整合性がとられるべきだ

という立場を明らかにした。具体的に

は、第四次防衛力整備計画（四次防）

に沖縄防衛を織り込み、佐藤・ニクソ

ン共同声明第六項の表現を引用して

「日本自体の防衛のための努力の一環

として徐々に」沖縄防衛の責務を負い、

返還の年に三千三百六十名の自衛隊を

沖縄に配備する計画を明らかにした。

これに対し、カーテイスは、太平洋地

域における沖縄基地の重要性と返還と

同時に自衛隊が防衛にあたることの重

要性について指摘し、防空用ミサイル

の移管の早期合意が重要だと述べた。

交渉の焦点は、「徐々に」の具体化であ

った。

沖縄に移駐する自衛隊の規模につい

ては、日本側から米側へ、七○年六月

十九日の第二回会合で伝えられた。宍

戸は、予算的裏づけや政府内での最終

判断により多少の変化があるかもしれ

ないとし、他省庁との最終的詰めを経

てから正式な「覚書」としたいと述べ

た。そして、配備を返還時までに完了

するというのは楽観視しすぎており、

むしろ返還後六カ月目に完了となるだ

ろうし、配備されるＦ１０４Ｊ迎撃戦

闘機のための百五十仁の滑走路延長を

含めた施設の建設・整備や、受け入れ

準備にあたる非戦闘要員を、返還前に

送ることになるだろう、と日本側案を

説明した。

施設か任務力､で対立

宍戸が米側へ渡すとした｢覚書｣は、

会合から四日後の七月二十三日に米側

へ届けられたが、内容は宍戸が口頭で

伝えたことと同じで、日本側の最終案

とはなっていないばかりでなく、防空

ミサイル移管については何ら触れてい

なかった。さらには、陸上自衛隊の移

駐先として、米軍が継続して使用する

予定のキャンプ瑞慶覧としていた。

この時点で日米の対立点が明白とな

った。米側は、どのような施設が必要

かを決める前に、合意された任務を遂

行するために必要な兵力についての何

らかの合意が必要だとの基本認識を持

っていた。それに対し、日本側はまず

自衛隊にあてがわれる施設を確認した

後に、任務に必要な兵力ではなく、こ

れらの基地に収まる兵力を配備し、そ

して必要な支援部隊も決めようとして

いた。加えて、日本側は日本全体の防

衛計画に沖縄を位置づけて四次防で最

終的兵力を決めると強調したが、米側

からすると、日本の国会審議で四次防

の承認が遅れれば、沖縄防衛にあたる
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日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

て実現するものだと強調した。つまり、

日本側は沖縄返還でもって装備の全体

計画を変更しない立場を明確にしたか

った。

最大の関心事であった防空責任の移

管時期について、米側は返還後一年以

内を要望した。それに対し、宍戸は、

一年以内を「最も早い日程」だとし、

Ｆ１０４による迎撃態勢が整うのが返

還後六カ月、ホーク大隊が配備につく

のに十八カ月、航空および警戒管制に

は十八カ月を要するとの理由を挙げた。

そして、日本側はナイキ・ハーナイキ・

ハーキュリーズ・ミサイルーク・ミサ

イルの一個大隊の配備計画をしており、

詳細は価格および状態によるとした。

そのための日本側による調査団派遣の

受け入れを要請した。

米側は、日本防衛のなかで沖縄は例

外的な存在であることを強調して、防

空用兵器（バルカン砲・シャパレル）

の配備を求めた。

こうした日米交渉が進む間に、同年

九月に予定されていた中曽根康弘防衛

庁長官のワシントン訪米でも、沖縄防

衛移管が話し合われることとされた。

自衛隊の最終規模の決定も遅れてしま

うと危倶（きぐ）していた。

七月二十一日の第三回会合では、米

側提案が伝えられた。新規の土地接収

を回避し、実現可能な場所、建設必要

な施設などの視点から作成された移駐

先案であった。陸上自衛隊の移駐先は

那覇ホイール地区とするため新規の建

設を必要としない。また、固定翼機・

回転翼機の移駐先は検討中。海上自衛

隊には、Ｐ２Ｊ対潜哨戒機六機を那覇

基地へ配備し、米海軍・海兵隊の優先

使用を条件にホワイト・ピーチの一部

使用を認め、新規の桟橋建設を求める。

航空自衛隊は、那覇基地へＦ１０４飛

行中隊と他の航空機を配備し、新規の

建設を必要としない。航空警戒管制は、

米軍要員の削減とともに漸次、航空自

衛隊へ移管され、その最初は与座岳サ

イトとする。

これに対し、宍戸は米案に感謝しつ

つ、検討したいと述べた。

米側が新規の施設建設の必要なしと

日本側に伝えた背景には、ベトナムか

らの撤退を受けて七二年から七七年に

かけての米軍配置計画が不確定だった

こと、既存の施設利用が優先されるべ

きだとしていたからだ。実際に、沖縄

へのＦ４戦闘機飛行中隊の七三年度配

備の予定が中止されたため、移駐する

航空自衛隊へ施設を移管することが可

能となったからだ。

（３）日米交渉

米軍から自衛隊への沖縄防空責任に

引継ぎは、一年の交渉結果、予算と時

期に二点で折り合いがついて、沖縄返

還協定が調印の日の七一年六月十七日

に日米合意が交わされた。自衛隊はこ

れまで沖縄防衛任務についていた米軍

の肩代わりを行い、これらの米軍部隊

が撤退した基地へと移駐した。

一九七○年九月三日に沖縄防衛移管

に関する日米交渉の第五回会合が開か

調査団派遣を要請

八月二十六日の第四回会合では、防

空責任の移管が中心的議題となった。

防空責任の移管にともなって航空およ

び警戒管制の近代化を米軍が求めたの

に対し、日本側は検討すると回答しな

がらも、装備については四次防におい
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れた25゜そこでは、防衛移管計画を準備

する日米作業グループに対し可能な限

り速やかに早期に実現することを基本

とする日米合意が出来上がった。だが、

日米は二つの点で対立をしていた。

ホーク）でもって完了することにして

いた。

ただし、航空警戒管制については、

十二ヶ月から十五ヶ月で引継ぎできる

かもしれないと日本側は考えていた。

交渉の争点

第一は、引継ぎ時期であった。返還

後十二ヶ月以内に移管完了を求めてい

た米側に対し、日本側は防空迎撃ミサ

イル及び航空警戒管制を返還後十八ヶ

月、緊急発進態勢を返還後六ヶ月目に

してようやく引き継ぎを完了できると

考えていた。当時、策定中であった第

四次防衛力整備計画のなかで配備を予

定している防空迎撃ミサイル部隊が実

戦配備に要する時間を考慮していたか

らだ。

第二は、日本が購入予定の防空迎撃

ミサイルの数をめぐってであった。防

衛庁は、沖縄防衛に、高空用ナイキ・

ハーキューリーズ・ミサイル-個大隊、

低空用ホーク・ミサイル一個大隊が望

ましいと考えていた。米軍は、それぞ

れ二個大隊を必要だと主張していた。

六九年まで米軍が沖縄に配備していた

のはナイキ・ミサイル二個大隊、ホー

ク・ミサイル二個大隊であったが、予

算削減に伴ってそれぞれ一個大隊に削

減されていた。米軍の計画によれば、

自衛隊への引継ぎは、第一段階として

閉鎖された発射サイト（五ヶ所のナイ

キ、四カ所のホーク）を行い、第二段

階として米軍が使用していた残りの発

射サイト（三ヶ所のナイキ、四カ所の

装備よりも早期実現を

十月十三日、国防省と国務省は日本

側案に譲歩することを決め、もし十二

ヶ月以内の引継ぎに日本が歩み寄れば、

米側はナイキ、ホークの部隊をそれぞ

れ一個大隊とし、これらの兵器や移動

可能の航空管制用装置を適正価格で日

本へ売却し、渡嘉敷島にあった二つの

発射サイトを返還することに同意する

権限を米側交渉団へ与えた26．米側は、

早期の防衛引継ぎと兵器の売却が優先

されるべきだと考えていたからだ。

ちなみに、渡嘉敷島サイトの返還は、

当時、跡利用として青年の家を建設す

る案を山中貞則議員が強く推進してい

た。同年九月の中曽根康弘防衛庁長官

の訪米に同行した宍戸基男防衛局長か

ら米側に申し入れられていた。その際、

同サイトの返還発表を早期に行えば、

同年十一月に予定されていた沖縄での

国政参加選挙に自民党候補を有利にし

てくれると説明がなされていた。基地

返還を政治的に利用しようとする事例

だ。米政府内の検討された結果、実際

には沖縄返還と同時に返還が行われる

こととされた。その背景には日米地位

協定にもとづく提供施設に含めた後に

返還すれば、米政府は渡嘉敷島の発射

サイトの原状回復義務を負わないで済

２６State３３４２(l31553ZOCT7D；
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日米同盟の原型（がぺ゜まさあき）

I±沖縄の米軍基地が米国、日本だけで

なく極東の安全にとって重要であると

理解しているとの再確認を行っている。

沖縄防衛で米軍に心配をかけないと述

べた。自衛隊は米軍を守るために沖繩

に移駐するとの表明であった29．

第八回会合（七一年五月二十九日）

には、四月七日に作成された防衛31継

ぎに関する取決め案30がさらに検討を

加えられ、日米の合意となった3'。その

間に、沖縄防衛任務を肩代わりする自

衛隊の移駐先について日米交渉がまと

まり、移駐先は、防衛任務についてい

た米軍が使っていた基地であった。

殆どの米軍基地はそのまま残った。

施政権返還は、米軍基地の返還ではな

く、米軍基地の存在になんらの影響を

与えるべきではないと両政府は考えて

いた32。

そして、正式発表までの手順が作成

された。

それに従って、第九回会合（七一年

六月十七日）で、「日本国による沖縄局

地防衛責務の引受けに関する取極」に

久保とカーティス米海軍提督がイニシ

ャノレでそれぞれ署名した。いわゆる久

む27、あるいは返還まで維持を日本負担

とすることなどが検討されていた。

日本防錆のなかの沖縄

第六回会合（十一月十八日）で、宍

戸が米側に対し、四次防と沖縄配備の

自衛隊の規模との関連について説明し

た魂。四次防では、十個戦闘迎撃飛行中

隊（Ｆ４Ｊ飛行中隊四個、Ｆ１04飛行中隊

六個)、ナイキ・ミサイル七個大隊、ホ

ーク・ミサイル八個大隊、二十八ヶ所

のレーダー・サイトを整備する。その

うち、沖縄には一個Ｆ１04飛行中隊、一

個ナイキ大隊（恩納、知念、那覇の発

射サイト)、一個ホーク大隊（白川、ホ

ワイト・ピーチ、知念、与座の発射サ

イト)、四カ所のレーダー・サイトを配

備する。返還後十二ヶ月以内の引継ぎ

を求める米側の譲歩案に対し宍戸は、

個人的意見としながら、十分な予算措

置が取られれば、想定される七二年七

月一日の返還日から一年後には引継ぎ

を完了できるだろうと答えた。ここで、

日米交渉の対立点が解消される見通し

となった。

第七回会合（七一年一月十八日）か

らは、宍戸に代わり防衛局長についた

久保卓也が日本側交渉団の代表となっ

た。久保は、防衛庁として七三年七月

までに防空任務引継ぎを完了できるだ

ろうと回答した。売却されるミサイル

や関連装置の価格交渉が残されること

になった。会合の締めくくりに、久保
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日米同盟の原型（がぺ・まさあき）

決め｣の内容について､福田越夫蔵相、

保利茂官房長官、中曽根康弘防衛庁長

官らが承認したことを伝えた。そして、

返還協定の調印日に久保防衛局長とカ

ーティス提督にイニシャノレで署名させ、

七月上旬（六月二十七日の参議院議員

選挙後を予定し、実際には二十九日と

なる）に開催する日米安保協議委員会

（ＳＣＣ）で正式の承認を得るシナリ

オを提案した。このシナリオは福田も

了解していると加えた3‘。いうまでもな

く、ＳＣＣは、安全保障の分野では最

も高いランクの日米の話し合いの場で

ある。

愛知の提案を受けて米側は、六月四

日、了解した。そして、米側の理解に

よれば、このイニシャル署名の日米｢取

決め」は単なる記録だけではなく、Ｓ

ＣＣの場で承認されることは拘束力の

ある｢防衛協定｣になることとされた35゜

それだけにとどまらず、政府間レベル

の「協定」にしようと米側はこの「取

決め」に前文を追加するよう提案した。

前文として、「ＳＣＣの七一年六月二十

九日の会合において承認された、よっ

て」日米の代表が合意するという表現

が盛り込まれた｡sccの日本側構成メン

バーは外務大臣と防衛庁長官であるか

ら､ｓccの承認は日本政府の正式な約束

を意味した。プレス・リリースは、ＳＣＣ

の共同声明として出され、その付属と

して「取り決め」が公表されたのであ

った。

保・カーティス協定は、六月二十九日

の日米安全保障協議委員会で承認され

て、正式合意となった。

日本を縛る協定を

なぜ、一九七一年六月二十九日の沖

縄防衛引継ぎに関する久保・カーティ

ス取決めが、政府間の「協定」とよば

れるのか。その背景には、より公式的

な日米両政府間の「取決め」にするこ

とで、日本政府の予算措置を確実にし

て自衛隊による沖縄防空責任を返還後

一年以内に実現したい米側の狙いがあ

った。

米側は、防衛引継ぎの日米合意が出

来上がる直前の七一年五月二十七日に、

自衛隊への引継ぎを保証する文書を日

米間で作成し、それを実質的に政府間

レベルの「協定」とする方法を模索し

ていた。書面による保証とは、防衛庁

内の事務レベルではなく、日本政府の

なかで責任ある大臣、特に大蔵大臣の

同意を得ることだと考えていた。つま

り、米交渉者は、自衛隊への引継ぎを

予算の面から障害が生じないようにす

るためには事前に大蔵省の了解を取り

付けておくべきだと考えたのだった。

そして、日本政府の保証入りの防衛引

継ぎ「取決め」は沖縄返還協定の調印

と同時に成立させるようにと米大使館

は国務・国防の両省から訓令を受けて

いた"。

ハイ・レベルでの承認

この要求に対し愛知撲一外相は、五

月二十八日のマイヤー駐日米大使との

会談で、防衛引継ぎに関する日米「取
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日米同盟の原型（がく・まさあき）

七三年十月に、ナイキＪ・ミサイル三

十基を沖縄に搬入して、予備として貯

蔵する。そして米軍仕様のナイキ三十

基ないし三十六基を日本へ送る。

こうした結果、発射台に装着された

三十六基、予備として四十六基、合計

八十二基のナイキＪが沖縄防空ミサイ

ルとして配備されることになる．

この計画は航空幕僚部が発案した。

在琉球米陸軍（RYCdll）は、七三年四月

にナイキ・ハーキュリーズ二十八基を

撤去する計画に対し、防衛力の低下と

なると難色を示したものの、発射準備

態勢と予備とを含め五十四基があるた

め防空能力への影響は最小だと判断し

た結果、同計画に同意した37。そして、

七三年四月から自衛隊自身の弾薬庫が

完成する翌年三月までの－年にわたっ

て知花か辺野古の弾薬庫に自衛隊のミ

サイルの保管スペースを確保すること

にした38。

こうして米国にとって最大の関心事

であった自衛隊による沖縄防衛は、確

実に実施されることになった。

国産ミサイルへの交換

核・非核の弾頭を装着できるナイ

キ・ハーキューリーズ・ミサイルを自

衛隊に引継ぎ際に、非弾頭用に取り替

える必要があった。実戦配備中のミサ

イルの一部を発射台から取り外すこと

を含む作業のため、次の手順が検討さ

れた36.

ちなみに、沖縄に配備・貯蔵されて

いたナイキ・ハーキュリーズ用の核弾

頭や戦術核兵器などを沖縄から撤去す

ることになり、これが「核抜き」返還

といわれる．

七二年七月一日を返還日とする前提

で、返還後九ヶ月（七三年四月）に海

上自衛艦で国内生産されたナイキＪ・ミ

サイル三十二基を沖縄に搬入し、米軍

の武器弾薬庫に一時保管する。運んで

きた輸送艦の米軍のナイキ・ハーキュ

ーリーズ・ミサイル二十八基を日本へ

送り、非核用へ取替え作業を行う。

七三年五月十五日に自衛隊に引き継

がれる第八発射サイト（那覇基地）に

十二基を設置し、残り二○基を貯蔵す

る。

七三年六月一日にナイキＪ・ミサイル

二十基を沖縄に搬入し、米肛仕様のナ

イキ・ハーキュリーズ十八基ないし二

十四基を、取替えのため日本へ送る。

七三年七月に、第二発射サイト（恩

名）と第六発射サイト（知念）にそれ

ぞれ十二基を設置し、残る十六基を予

備とする。

七月一日を想定

こうした計画は、沖縄における反自

衛隊運動によって、返還前の自衛隊配

備は予定より遅れたように思われた。

だが、実際には返還前の自衛隊配備が

遅れただけで、返還後は予定通りに自

衛隊が配備され七三年七月に防衛引継

ぎは完了した。五月十五日ではなく米

側と同じく七月一日を返還日と想定し

ていたためであった。また、短期間に

防衛引継ぎができたのは、沖縄出身の
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(がぺ・主さあき）日米同盟の原型

自衛隊員の数多く沖縄へ送って沖縄の

人々の反自衛隊感情を宥め、また防衛

施設庁が軍用地料の大幅値上げするこ

とで多く地主の同意を取り付けたこと

があげられよう。
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